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１ はじめに 

 

 平成27年9月関東・東北豪雨では、流下能力を上回る洪水により鬼怒川の堤防が決壊し、

氾濫流による家屋の倒壊・流失、広範囲かつ長期間の浸水が発生した。また、これらに住

民避難の遅れも加わり、近年の水害では例を見ないほどの多数の孤立者が発生するなど甚

大な被害となった。 

 こうした背景から、平成 27 年 12 月に社会資本整備審議会会長から国土交通大臣に対し

て「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による

「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申されたことを踏まえ、国土交通省では、

施設では守り切れない大洪水は必ず発生するとの考えに立ち、「水防災意識社会 再構築ビ

ジョン」を取りまとめ、国管理河川を対象として、大規模氾濫減災協議会を設立し、目標

や取組方針を策定したところである。 

 このような中、平成 28年 8月には、台風 10号等の一連の台風によって国管理河川の支

川や県管理河川といった中小河川で氾濫が発生し、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な経

済損失が発生した。 

 これらを踏まえ、県管理河川においても「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく取

組の加速が求められる中、福島県では河川管理者、市町村などの関係機関が連携・協力し

て、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、総合的、計画的に推

進することにより、県北方部においても氾濫が発生することを前提として社会全体で洪水

に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的に「県北方部水災害対策協議会」（以

下、「本協議会」という。）を活用し※取組の推進を図っていく。 

 本協議会においては、県北方部の水害リスク情報、各構成員がそれぞれ又は連携して実

施している減災対策の取組状況、減災対策を進めるにあたって前提となる河川改修等の実

施状況等を十分に共有したうえで、県北方部の実情等に応じて必要な取組内容について協

議等を行い、概ね5年以内で実施する取組内容等を県北方部の減災に係る取組方針（以下、

「取組方針」という。）として取りまとめ、共有する。 

今後、本協議会の各構成員は、取組方針に基づき連携して減災対策に取り組み、毎年出

水期前に本協議会を開催し、進捗状況を定期的に確認するなどフォローアップを行うこと

とする。 

 なお、本資料は、県北方部水災害対策協議会設置要綱第2条に基づき、取組方針として

取りまとめたものである。 

 ※福島県では、8建設事務所単位で8方部の「水災害対策協議会」を平成21年度に設立しているため、 

既に組織されている協議会の枠組みを活用し、水防法第15条の10に基づく都道府県大規模氾濫減災 

協議会として、県管理河川を対象とした「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく減災に係る取 

組を推進している。 
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２ 本協議会の構成員 

 

  本協議会の構成機関及び構成員は、以下のとおりである。 

構成機関 構成員 

 福  島  市 

 二 本 松 市 

 伊  達  市 

 本  宮  市 

 国  見  町 

 川  俣  町 

 桑  折  町 

 大  玉  村 

 福島市消防本部 

 伊達地方消防組合消防本部 

 安達地方広域行政組合消防本部 

 気象庁福島地方気象台 

福島県県北建設事務所 

福島県県北地方振興局県民環境部 

市   長 

市   長 

市   長 

市   長 

町   長 

町   長 

町   長 

村   長 

消 防 長 

消 防 長 

消 防 長 

台   長 

所   長 

部   長 

 

  本協議会のアドバイザーは、以下のとおりである。 

アドバイザー 

 国土交通省東北地方整備局河川部 

 国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所 

 国土交通省東北地方整備局摺上川ダム管理所 
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３ 県北方部の概要と主な課題 

 

（１）地形的特徴等 

①流域 

県北方部は、阿武隈川水系がほぼ中央を南から北へと流れ、その左岸にあたる西 

側には奥羽山脈があり、右岸にあたる東側には阿武隈山地がある。これらの山地部 

からの河川が平地部において阿武隈川に流入している。 

 

②洪水・氾濫 

県北方部の阿武隈川流域においては、本川の流路が南北方向で台風の進路と一致し 

やすい特性から、主要洪水は台風に起因することが多く、大規模な洪水被害が発生し 

やすい特徴がある。 

上流部の急流部となっている区間においては、洪水の流れが速く、洪水時に水衝部 

が発生して河岸や堤防を侵食するリスクがある。 

また、平地部で築堤河道となっている区間においては、ひとたび氾濫が発生すると 

氾濫水が急速かつ広範囲に拡散する。 

 

（２）過去の被害状況と河川改修の状況 

県北方部においては、洪水に対する浸水被害の解消を目的として昭和20年代後半よ 

り河川改修事業が行われてきており、ほ場整備や区画整理と一体となった河川整備や 

水害の再発防止のための改良復旧事業による河川整備が進められてきた。 

しかし、近年において河川沿川の都市化の進行に伴い都市部を中心とした浸水被害 

が度々発生しており、特に昭和61年8月の台風10号による豪雨では、広瀬川の破堤に 

よる伊達市梁川町中心部の浸水被害、溢水及び漏水による本宮市商店街を含む広範囲 

な浸水被害、また、福島市南町、渡利地区の甚大な内水被害が発生し、その被害は被 

災家屋棟数（床上、床下、半壊、全壊の合計）4,827棟に及んだ。平成10年8月の豪雨 

では、杉田川の破堤による人家、農地等の広範囲な浸水被害、越水氾濫による二本松 

市、本宮市、福島市、伊達市梁川町で甚大な浸水被害が発生し、その被害は被災家屋 

棟数（床上、床下、半壊、全壊の合計）662棟に及んだ。 

このため、これらの地域において、家屋の浸水被害を解消すべく、河川改修事業を 

現在も実施中である。 
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（３）主な課題 

県北方部における主な課題は、以下のとおりである。 

〇 近年、時間雨量50mmを超える雨が頻発するなど、雨の降り方が局地化・集中化・激甚 

化している。 

 〇 流域が広く、河川数が多いため、河川改修に時間を要しており、浸水被害の発生が懸 

念される。 

 〇 また、上下流バランスを保ちつつ河川改修を進めているため、河川断面が不足してい 

る箇所や堤防の漏水や侵食など越水以外にも水害リスクが高い箇所が存在している 

状況にある。 

 〇 上流部では、河床勾配が急、本川に比べて流路延長が短い河川が多いため、急激な水 

位上昇や、堤防・護岸等の施設被害の発生が懸念される。 

〇 一方、河川の改修が進んでいる箇所においては、洪水等による氾濫被害が減少する中 

で、沿川の人々の洪水等の水災害に対する危機意識を向上させる必要がある。 
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４ 現状の水害リスク情報や取組状況の共有 

 

  県北方部における減災対策について、各構成員で現状を確認し課題を抽出した結果、 

概要としては、以下のとおりである。 

 

 ①情報伝達、避難計画等に関する事項       ※○：現状、●：課題（以下同様） 

項 目 現状○と課題● 

洪水時における河川管理

者からの情報提供等の内

容及びタイミング 

 

 

 

 

 

 

 

○ 主要な県管理河川において、計画規模降雨による浸水想定区 

域図を策定している。 

○ 福島県が基準観測所の水位により水防警報を発表している。 

○ 松川では、水位到達情報の提供により水位周知を実施してい 

る。 

〇 災害発生のおそれがある場合は、気象台長、県北建設事務所 

長から沿川自治体の首長に、気象情報、河川情報及び土砂災 

害警戒情報に係る情報伝達（ホットライン）を実施している。 

〇 気象台が洪水警報・大雨（浸水）警報の危険度分布及び流域 

雨量指数の予測値を提供している。 

● 主要な県管理河川において、想定最大規模降雨によ

る浸水想定区域図を策定する必要がある。 
1 

● 水位周知や浸水想定区域図等の防災情報の持つ意

味や、防災情報を受けた場合の対応について、住民

目線で分かり易い情報共有が必要である。 

2 

● 各種防災情報における危険の切迫度や長時間先の

予測情報不足から、水防活動の判断や住民等の適切

な避難行動につながらないおそれがある。 

3 

避難勧告等の発令基準 

 

〇 地域防災計画等に具体的な避難勧告の発令基準等を明記して 

いる。(一部明記中) 

● 県管理河川における避難勧告等の発令に着目したタ

イムライン等が未整備であるため適切な防災情報の

伝達に対して懸念がある。 

4 
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 ①情報伝達、避難計画等に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

避難場所・避難経路 〇 避難場所として、公共施設を指定し、計画規模の洪水に対す 

る水害ハザードマップ等で周知している。 

● 大規模氾濫による避難者数の増加や避難場所、避難

経路が浸水する場合には、住民避難が適切に行えな

いことが懸念される。 

5 

● 大規模氾濫による避難場所周辺の浸水継続時間が長

期に渡る場合には、住民等が長期にわたり孤立する

ことが懸念される。 

6 

● 避難に関する情報は水害ハザードマップ等で周知し

ているが、住民等に十分に認知されていないおそれ

がある。 

7 
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①情報伝達、避難計画等に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

住民等への情報伝達の体

制や方法 

○ 防災行政無線による避難勧告等の放送、災害情報や緊急速報 

のメール配信、ＦＭラジオ、広報車による周知等を実施して 

いる。 

○ 河川管理者、気象台等からＷＥＢ及び報道機関等を通じた河

川水位、ダム放流、ライブ映像情報、気象情報などを住民等

に情報提供している。 

● 急激な水位上昇等における担当者による迅速な対応

が困難となるおそれがある。 
8 

● 防災行政無線が現在のところ整備されていない地域

がある。 
9 

● 大雨・暴風により防災行政無線が聞き取りにくい状

況がある。 
10 

● ＷＥＢ等により各種情報を提供しているが、住民自

らが情報を入手するまでに至っていない懸念があ

る。 

11 

● 災害時に国・県・市町村等においてＷＥＢやメール

配信による情報発信を行っているが、一部の利用に

とどまっているため、広く周知・啓発を行い、利用

者の拡大が求められている。 

12 

● 住民の避難行動の判断に必要な防災情報や切迫が伝

わるライブ映像等が提供できていない懸念がある。 
13 

避難誘導体制 ○ 避難誘導は、警察、消防機関、自主防災組織、水防団員（消

防団員）と協力して実施している。 

● 災害時の具体的な避難支援や避難誘導体制が確立さ

れていないため、特に要配慮者等の迅速な避難が確

保できないおそれがある。 

14 
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 ②水防に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

河川水位等に係る情報提

供 

 

 

 

 

 

○ 河川流域総合情報システム等による河川水位、雨量情報等を

県のＨＰや報道機関を通じて伝達している。 

○ 災害発生のおそれがある場合は、気象台長、県北建設事務所 

長から沿川自治体の首長に、気象情報、河川情報及び土砂災 

害警戒情報に係る情報伝達（ホットライン）を実施している。 

(再掲) 

〇 気象台が洪水警報・大雨（浸水）警報の危険度分布及び流域 

雨量指数の予測値を提供している。(再掲) 

● ＨＰ等の防災情報の持つ意味やその後の対応につ

いて共有するための継続的な広報等が必要である。 
15 

● 優先的に水防活動を実施すべき箇所の特定・共有が

難しい。 
16 

河川の巡視区間 

 

 

 

 

 

 

 

○ 出水期前に、自治体、水防団（消防団）等と重要水防箇所の

合同巡視を実施している。また、出水時には河川巡視を実施

している。 

● 河川巡視等で得られた情報について、水防団等と河

川管理者で共有が不十分であり、適切な水防活動に

懸念がある。 

17 

● 水防団員（消防団員）が減少・高齢化等している中

でそれぞれの受け持ち区間全てを回りきれないこ

とや、定時巡回ができない状況にある。 

18 

● 水防活動を担う水防団員（消防団員）は、水防活動

に関する専門的な知見等を習得する機会が少なく、

的確な水防活動ができないことが懸念される。 

19 

水防資機材の整備状況 

 

 

○ 各機関の水防倉庫等に水防資機材を備蓄している。 

● 水防資機材の不足、劣化状況の確認、各機関の備蓄

情報の共有等が不十分であり、適切な水防活動に懸

念がある。 

● 水防団員の高齢化や人数の減少により従来の水防

工法では迅速に実施できるか懸念がある。 

20 
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市町村庁舎、災害拠点病院

等の水害時における対応 

〇 市町村庁舎が被災した場合、防災拠点施設の代替施設を指定 

している。 

〇 停電が発生した場合においても非常用発電機により72時間 

分の電力を確保している。 

 ③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

排水施設、排水資機材の操

作・運用 

 

 

 

 

○ 樋門等の操作について市町村・近隣住民に委託している。 

○ 災害時応援協定に基づき、建設業組合等に対し、排水資器材 

の応援を求める体制が確立されている。 

○ 樋門の操作点検を出水期前に実施している。 

● 築堤区間が破堤した場合、排水すべき水のボリュー

ムが大きく、現状の施設配置計画では、今後想定さ

れる大規模浸水に対する早期の社会機能回復の対

応を行えない懸念がある。 

21 

● 現状において早期の社会機能回復のために有効な

排水計画がないため、既存の排水施設、排水系統も

考慮しつつ排水計画を検討する必要がある。 

22 

 

④河川管理施設の整備に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

堤防等河川管理施設の現

状の整備状況及び今後の

整備内容 

 

 

 

 

○ 計画断面に満たない堤防や流下能力が不足する箇所に対し、 

上下流バランスを保ちながら堤防整備、河道掘削などを推進 

している。 

○ 堤防の漏水や侵食など越水以外にも洪水に対するリスクが高 

い箇所について整備を推進している。 

● 計画断面に対して高さや幅が不足している堤防や流

下能力が不足している河道があり、洪水により氾濫

するおそれがある。 

23 

● 堤防の漏水や侵食など越水以外にも洪水に対するリ

スクが高い箇所が存在している。 
24 

● 洪水に対するリスクが高いにも関わらず、住民避難

等の時間確保に懸念がある。 
25 
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５ 減災のための目標 

 

円滑かつ迅速な避難や水防活動の実施、氾濫水の排水等の対策を実施することで、 

各構成機関が連携して平成29年度から平成33年度の5年間で達成すべき減災目標は 

以下のとおりとした。 

 

 【５年間で達成すべき目標】 

阿武隈川本川の流路が南北方向で台風の進路と一致しやすい特性や、支川

の多くが急勾配で水位上昇が早い上流域の地形特性から、過去に幾度も甚大

な浸水被害が発生しているため、昭和 61年 8月の台風 10号等の過去の水害

の教訓を踏まえ、県北方部の県管理河川で発生しうる大規模水害に対し、地

域防災力の向上による｢逃げ遅れゼロ｣、｢社会経済被害の最小化｣を目指す。 

※ 大規模水害・・・想定し得る最大規模降雨に伴う洪水氾濫による被害。 

※ 地域防災力の向上・・・急激な水位上昇など住民自らがリスクを察知し、状況に応じた確実な避 

難ができる状態。 

※  逃げ遅れゼロ・・・ハード対策、ソフト対策を実施することによって洪水に対して安全な場所へ 

逃げ切ることができる状態。 

※ 社会経済被害の最小化・・・大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に再開できる状態。 

 

 【目標達成に向けた３本柱の取組】 

上記目標の達成に向け、河川管理者が実施する河川改修等、洪水氾濫を未然に防ぐ対 

策に加え、ソフト対策として、地域住民と一体となった｢地域防災力の向上｣を図るため、 

以下の取組を実施する。 

１ 住民の避難行動に資するための情報伝達、避難計画等に関する取組 

２ 水防災意識の再構築に向けた平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する 

取組 

３ 地域防災力向上のための水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 
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６ 概ね５年で実施する取組 

 

●河川及び氾濫区域の特徴に応じた減災対策の推進へ。 

  １ 施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生すること 

を前提に、より実効性のある｢住民目線のソフト対策｣に取り組む。 

  ２ 過去の洪水被害の軽減を目標に、河川整備も着実に推進する。 

  ３ 上記の対応策の進捗について、毎年、フォローアップを行うほか、整備の進展や 

氾濫区域内の土地利用の変化に応じて、取組内容も適宜見直しを行う。 

   氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意識社会」 

を再構築することを目的に、各構成員が取り組む主な内容は次のとおりである。 

 

（１）ハード対策の主な取組 

   各構成機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関につ 

いては、以下のとおりである。 

 

* 各項目の“ 課題の対応欄 ”の数字は、前述の「４ 現状の水害リスク情報や取組状況の共有」の内容と対応 

 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■ 堤防等河川管理施設の整備（洪水氾濫を未然に防ぐ対策） 

 ● 河川整備の推進 

・東根川（伊達市） 

・伝樋川（伊達市） 

・蛭川（福島市） 

・濁川（福島市） 

・広瀬川（伊達市・川俣町） 

・百日川（本宮市） 

・小浜川（二本松市） 

・八反田川（福島市） 

・安達太田川（二本松市） 

・五百川（本宮市） 

・滝川（国見町）      等 

● 河川の堆砂除去・伐木・除草の推進 

21,23, 

24 

引き続き実施 福島県 

 

■ 避難行動、水防活動に資する基盤等の整備 

 ● 水防資機材の充実 
20 

引き続き実施 福島県 

市町村 

● 円滑な避難活動や水防活動を支援するため

のＣＣＴＶカメラ、簡易水位計（危機管理

型水位計）や量水標等の整備の推進 

2,13 

平成29年度から

検討実施 

福島県 
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（２）ソフト対策の主な取組 

   各構成機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関につ 

いては、以下のとおりである。 

 

１ 住民の避難行動に資するための情報伝達、避難計画等に関する取組 

○円滑かつ迅速な避難のための取組 

住民自らによる情報の収集、住民の避難行動に資するための情報発信等の不足が懸 

念されるため、住民の適切な避難行動に資するための取組として、以下のとおり実施 

する。 

* 各項目の“ 課題の対応欄 ”の数字は、前述の「４ 現状の水害リスク情報や取組状況の共有」の内容と対応 

 

 

 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■ 情報伝達、避難計画等に関する事項 

 ● 洪水時等における河川管理者等からの情

報提供等の内容及びタイミングの確認 

・洪水時等の市町村長による避難勧告等発令の判断 

を支援するため、洪水時等に気象台や河川管理者 

等から市町村に提供する気象情報、河川情報及び 

土砂災害警戒情報の内容及び提供するタイミング 

を確認する。 

・直接市町村長等に気象情報、河川情報及び土砂災 

害警戒情報を伝達するホットラインの構築状況を 

確認する。 

25 

平成29年度から 

順次実施 

気象台 

福島県 

市町村 

 ● 避難勧告等の発令対象区域、発令判断基準

等の確認 

・｢避難勧告等に関するガイドライン｣(平成29年1 

月、内閣府(防災担当))を参考に、市町村が定めた 

洪水時等における避難勧告等の発令対象区域、発 

令判断基準等の確認を行う。 

・市町村が定めた避難勧告発令等の発令判断基準等 

を踏まえて、防災行動と河川管理者及び市町村等 

その実施主体を時系列で整理する｢水害対応タイ 

ムライン｣を作成するとともに、その運用状況を確 

認する。 

・避難勧告等の発令判断基準の目安となる基準水位 

（氾濫危険水位、避難判断水位）の見直しの予定 

を共有し、その進捗状況について確認する。 

4 

平成29年度から 

順次実施 

気象台 

福島県 

市町村 
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* 各項目の“ 課題の対応欄 ”の数字は、前述の「４ 現状の水害リスク情報や取組状況の共有」の内容と対応 

 

 

 

 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■ 情報伝達、避難計画等に関する事項 

 ● 水害危険性（浸水想定及び河川水位等の情

報）の周知 

・水位周知河川等の指定を行う河川について検討・ 

調整するとともに、その進捗状況について確認す 

る。 

・｢地域の水害危険性の周知に関するガイドライン｣ 

(平成29年3月、国土交通省水管理・国土保全局 

河川環境課）を参考に、簡易な方法による水害危 

険性の周知を行う河川及び当該河川における情報 

提供の方法について検討・調整するとともに、そ 

の進捗状況について確認する。 

  ・洪水警報・大雨（浸水）警報の危険度分布及び流 

域雨量指数の予測値の利活用推進を図る。 

3,8, 

11,25 

平成29年度から 

順次実施 

気象台 

福島県 

市町村 

 ● 情報通信技術等を活用した住民等へ適切

かつ確実に情報伝達する体制や方法の改

善・充実 

・｢川の防災情報(国土交通省提供サイト)｣や、河川 

流域総合情報システム(福島県提供サイト)等、国 

と県が有している河川水位やＣＣＴＶカメラ等の 

リアルタイム情報の住民等への周知方法について 

検討・調整する。 

・気象庁HP等を活用した情報提供と利活用につい 

て促進を図る。 

・緊急速報メールの活用等、住民等に対する洪水情 

報や避難情報等の適切かつ確実な伝達体制・方法 

について、検討・調整する。 

2,3, 

9,10, 

11,12, 

13,15 

平成29年度から 

検討実施 

気象台 

福島県 

市町村 

 ● 隣接市町村等への広域避難体制の構築 

・各市町村において洪水浸水想定区域図等の水害リ 

スク情報を踏まえて避難場所及び避難経路を検討 

し、当該市町村内の避難場所だけで避難者を収容 

できない場合等は、隣接市町村等における避難場 

所の設定や洪水時の連絡体制等について検討・調 

整する。 

1,5 

平成29年度から 

検討実施 

気象台 

福島県 

市町村 
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* 各項目の“ 課題の対応欄 ”の数字は、前述の「４ 現状の水害リスク情報や取組状況の共有」の内容と対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■ 情報伝達、避難計画等に関する事項 

 ● 要配慮者利用施設等における避難計画等

の作成・訓練に対する支援 

・洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内における 

要配慮者利用施設の立地状況を確認するととも 

に、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利 

用施設の避難確保計画の作成状況、訓練の実施状 

況を確認する。 

・避難確保計画の作成状況や訓練の実施状況を踏ま 

え、それぞれの取組を促すための支援策について 

検討・調整する。また、施設職員だけで対応する 

のが難しい場合の地域の支援体制について検討・ 

調整する。 

1,14 

平成29年度から 

順次実施 

気象台 

福島県 

市町村 

 ● 洪水警報の危険度分布等の提供及び気象

情報発信時の「警報級の可能性」や「危険

度を色分けした時系列」等の発表・改善 

・警報等の解説・見える化により、気象情報発信時 

の情報入手のし易さをサポートする。 

3,11, 

15 

平成29年度から 

順次実施 

気象台 
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２ 水防災意識の再構築に向けた平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組 

○住民等への周知・教育・訓練に関する取組 

大規模水害発生時において適切に避難行動ができるよう、水防災意識の再構築に向 

けた平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組として、以下のとおり実施 

する。 

* 各項目の“ 課題の対応欄 ”の数字は、前述の「４ 現状の水害リスク情報や取組状況の共有」の内容と対応 

 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■ 平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項 

 ● 想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図

等の共有 

・国又は県による想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区 

域図等の作成・公表の予定を共有する。また、洪水浸水 

想定区域図が作成された場合は当該洪水浸水想定区域図 

を共有する（なお、共有された洪水浸水想定区域図につ 

いては、土地利用や都市計画の検討等においても広く活 

用されるよう各構成員において確認する。）。 

1 

引き続き実施 気象台 

福島県 

市町村 

 ● 洪水ハザードマップの作成・改良と周知 

・想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図を踏まえた 

洪水ハザードマップの作成・公表の予定を共有する。ま 

た、洪水ハザードマップが作成された場合は、当該洪水 

ハザードマップを共有する。 

・｢水害ハザードマップ作成の手引き｣(平成28年4月、国 

土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室)等を 

参考に、洪水ハザードマップの住民への効果的な周知方 

法や、先進事例を踏まえたわかりやすい洪水ハザードマ 

ップへの改良について検討・調整する。 

1,2, 

7 

平成29年度から 

順次実施 

福島県 

市町村 

 ● まるごとまちごとハザードマップの促進 

・各構成員による｢まるごとまちごとハザードマップ｣(生 

活空間における想定浸水深や避難場所等に係る看板等 

の掲示)の取組状況を共有するとともに、｢まるごとまち 

ごとハザードマップ実施の手引き｣(平成29年6月、国 

土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室）等 

を参考に、取組の推進について検討・調整する。 

1,2, 

7 

平成29年度から 

検討実施 

福島県 

市町村 

 ● 住民、関係機関が連携した避難訓練等の充実 

・各市町村等による避難訓練の実施状況や実施予定を共有 

するとともに、住民等や多様な関係機関が連携した避難 

訓練を検討・調整する。 

  ・住民の水防災意識を高め、地域防災力向上のための自主 

防災組織の充実を図る。 

19 

平成29年度から 

検討実施 

気象台 

福島県 

市町村 
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* 各項目の“ 課題の対応欄 ”の数字は、前述の「４ 現状の水害リスク情報や取組状況の共有」の内容と対応 

 

 

 

* 各項目の“ 課題の対応欄 ”の数字は、前述の「４ 現状の水害リスク情報や取組状況の共有」の内容と対応 

 

 

 

 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■ 平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項 

 ● 防災教育の促進 

・防災教育に関する指導計画作成への支援など、小学校等 

の先生による防災教育の実施を拡大する方策等に関す 

る取組について検討・調整する。 

  ・小中学校等における水防災教育を実施する。 

  ・出前講座等を活用し、水防災等に関する説明会を実施す 

る。 

2,7, 

15 

引き続き実施 気象台 

福島県 

市町村 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■ 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項 

 ● 危機管理型水位計、河川監視用カメラの整

備 

・危機管理型水位計(※)の配置計画を検討・調 

整する。 

※危機管理型水位計：現在、国土交通省のプ 

ロジェクトにおいて開発を進めている、低 

コストで導入が容易なクラウド型・メンテ 

ナンスフリー水位計。 

・河川監視用カメラの配置計画(設置目的に応 

じた性能最適化・集約化等を含む)を検討・ 

調整する。 

2 

平成29年度から 

検討実施 

福島県 

市町村 

 ● 避難場所、避難経路の整備 

・避難場所、避難経路の整備に係る情報を共有する 

とともに、避難場所、避難経路の整備にあたって 

は、近隣工事等の発生土砂を有効活用するなど、 

事業連携による効率的な整備となるよう検討・調 

整する。 

5,6 

平成29年度から 

検討実施 

市町村 
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３ 地域防災力向上のための水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 

○的確な水防活動のための取組 

水防団等との情報共有の不足や、水防に関する各種広報への支援不足が懸念される

ため、水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組として、以下のとおり実施

する。 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■ 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項 

 ● 重要水防箇所の確認 

・河川整備の進捗等を踏まえて、出水期前に重要水 

防箇所の確認を行うとともに、現地にて関係者に 

よる共同点検等の実施について検討・調整する。 

16,17 

引き続き実施 福島県 

市町村 

 ● 水防資機材の整備等 

・各構成員が保有する水防資機材の配置について共 

有するとともに、水防資機材の整備や洪水時の相 

互応援について検討・調整する。 

20 

引き続き実施 福島県 

市町村 

 ● 水防訓練の充実 

・毎年、関係機関が連携した水防実働訓練等を実施 

する。 

  ・県と市町村職員等を対象に水防技術講習会を実施 

する。 

・水防団等への連絡体制の確認と首長も参加した実 

践的な情報伝達訓練を実施する。 

・多様な関係機関、住民等の参加等による実践的な 

水防訓練について検討・調整する。 

7,8, 

15,19 

引き続き実施 気象台 

福島県 

市町村 

 ● 水防に関する広報の充実 

・各構成員の水防(水防団員の募集、自主防災組織、 

企業等の参画等)に関する広報の取組状況や取組 

予定等を共有し、先進事例を踏まえた広報の充実 

について検討・調整する。 

18,20 

平成29年度から 

検討実施 

気象台 

福島県 

市町村 

 ● 水防団間での連携、協力に関する検討 

・大規模な氾濫に対してより広域的、効率的な水防 

活動が実施できるよう、各水防団の分団等の配置、 

管轄区域等を共有し、洪水時の水防団間の連携・ 

協力について検討・調整する。 

5,6 

平成29年度から 

検討実施 

市町村 

* 各項目の“ 課題の対応欄 ”の数字は、前述の「４ 現状の水害リスク情報や取組状況の共有」の内容と対応 
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* 各項目の“ 課題の対応欄 ”の数字は、前述の「４ 現状の水害リスク情報や取組状況の共有」の内容と対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■ 市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項 

 ● 災害拠点病院等の施設管理者への情報伝達

の充実 

・洪水浸水想定区域内における災害拠点病院等の立 

地状況を確認し、施設管理者等に対する洪水時の 

確実な情報伝達の方法について検討・調整する。 

1,2 

平成29年度から 

検討実施 

福島県 

市町村 

 ● 洪水時の市町村庁舎等の機能確保のための

対策の充実 

・市町村庁舎等における洪水時に想定される浸水被 

害を確認し、適切に機能を確保するために必要な 

対策(耐水化、非常用電源等の整備等)について検 

討・調整する。 

1 

平成29年度から 

検討実施 

市町村 

 ● 大規模工場等の自衛水防に係る取組の促進 

・洪水浸水想定区域内における大規模工場等の立地 

状況を確認するとともに、市町村地域防災計画に 

定められた大規模工場等の浸水防止計画の作成状 

況、訓練の実施状況を確認する。 

・浸水防止計画の作成状況や訓練の実施状況を踏ま 

え、それぞれの取組を促すための支援策について 

検討・調整する。 

1,2 

平成29年度から 

検討実施 

福島県 

市町村 
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○氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組 

現状の排水施設、排水資機材の配置、運用方法等に関する情報共有の不足等が懸念

されるため、氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組として、以下のとおり実施す

る。 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■ 氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する事項 

 ● 排水施設、排水資機材の運用方法の改善及

び排水施設の整備等 

・洪水浸水想定区域内における排水施設、排水資機 

材の配置、運用方法等に係る情報を共有し、洪水 

時の排水施設等の管理者間の連絡体制を構築する 

とともに、洪水時に円滑かつ迅速な排水を行うた 

めの排水施設等の運用方法について検討・調整す 

る。 

1,6, 

21,22 

平成29年度から 

検討実施 

福島県 

市町村 

 ● 浸水被害軽減地区の指定 

・複数市町村に影響があると想定される浸水被害軽 

減地区の指定にあたり、地区指定の予定や指定に 

係る課題等を共有し、連携して課題への対応を検 

討・調整する。 

1 

平成29年度から 

検討実施 

福島県 

市町村 

* 各項目の“ 課題の対応欄 ”の数字は、前述の「４ 現状の水害リスク情報や取組状況の共有」の内容と対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

○その他 

災害対応にあたる人材育成等の支援の不足等が懸念されるため、災害時及び災害復

旧に対する支援及び災害情報の共有体制の強化に関する取組として、以下のとおり実

施する。 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■ その他 

 ● 災害時及び災害復旧に対する支援強化 

・国が実施する研修、訓練への地方公共団体等の参 

画など、災害対応にあたる人材を育成するための 

方策や、地方公共団体間の相互支援体制の強化を 

図るための方策について検討・調整する。 

- 

平成29年度から 

検討実施 

気象台 

福島県 

市町村 

 ● 災害情報の共有体制の強化 

・各構成員における災害情報の共有体制を強化する 

ため、共有すべき災害情報や当該情報の共有方策 

等について検討・調整する。 

- 

平成29年度から 

検討実施 

福島県 

市町村 

* 各項目の“ 課題の対応欄 ”の数字は、前述の「４ 現状の水害リスク情報や取組状況の共有」の内容と対応 

 

※県北方部の減災に係る取組方針に基づく主な｢取組内容｣及び｢スケジュール｣については、別記とする。 
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７ フォローアップ 

 

 ● 各構成機関の取り組む内容については、必要に応じて防災業務計画や地域防災計画 

等に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組む 

こととする。 

 

 ● 各構成機関が取り組む内容が達成できるよう本協議会構成員は、支援・協力を行う 

こととする。 

 

 ● 原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、必要に応じて 

取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、 

改善を図るなど、継続的なフォローアップを行うこととする。 

 

 ● なお、今後の技術開発の動向等を収集したうえで、随時、取組方針を見直すこととす 

る。 



〇ソフト対策の主な取組（主な内容と実施する機関）　※H29～33年度(5年間)の取組

● ● ● ● ● ● ● ● - - - ● - ● -
● ● ● ● ● ● ● ● - - - ● - - -
● ● ● ● ● ● ● ● - - - ● - ● -

- ● 活用

〇気象庁HP等を活用した情報提供と利活用について促進を図る。 引き続き実施 - - - - - - - - - - - ● - ● 活用

-〇 〇

- - -

〇｢地域の水害危険性の周知に関するガイドライン｣(平成29年3月、国土交通省水管理・国土保全局河川環
境課）を参考に、簡易な方法による水害危険性の周知を行う河川及び当該河川における情報提供の方法につ
いて検討・調整するとともに、その進捗状況について確認する。

平成29年度から
順次実施

平成29年度から
順次実施

〇 〇 〇 〇 〇 〇

-〇洪水警報・大雨（浸水）警報の危険度分布及び流域雨量指数の予測値の利活用推進を図る。 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

■ 市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

- - -〇 〇 〇 〇 〇

-

-- - 〇 - -〇 〇

- - ● - ●

-

-

- -

-- - 〇 -

● 想定最大規模降雨に係る洪水
浸水想定区域図等の共有

〇国又は県による想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図等の作成・公表の予定を共有する。また、
洪水浸水想定区域図が作成された場合は当該洪水浸水想定区域図を共有する（なお、共有された洪水浸水
想定区域図については、土地利用や都市計画の検討等においても広く活用されるよう各構成員において確認
する。）。

引き続き実施 ● ● ● ● ● ●

福
島
市

消
防
本
部

-

-

-

-

-

-

-

-

-

〇

-〇 〇 〇 〇

● 災害情報の共有体制の強化
〇各構成員における災害情報の共有体制を強化するため、共有すべき災害情報や当該情報の共有方策等に
ついて検討・調整する。

平成29年度から
検討実施 〇 〇 〇 〇 〇

〇

- -

■ その他

● 災害時及び災害復旧に対する支
援強化

〇国が実施する研修、訓練への地方公共団体等の参画など、災害対応にあたる人材を育成するための方策
や、地方公共団体間の相互支援体制の強化を図るための方策について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施 〇 〇 〇 〇

- - 〇 -〇 〇 〇 〇

〇 -- - 〇

〇 〇 〇
● 排水施設、排水資機材の運用方
法の改善及び排水施設の整備等

〇洪水浸水想定区域内における排水施設、排水資機材の配置、運用方法等に係る情報を共有し、洪水時の
排水施設等の管理者間の連絡体制を構築するとともに、洪水時に円滑かつ迅速な排水を行うための排水施
設等の運用方法について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施 〇 〇 〇

● 浸水被害軽減地区の指定
〇複数市町村に影響があると想定される浸水被害軽減地区の指定にあたり、地区指定の予定や指定に係る
課題等を共有し、連携して課題への対応を検討・調整する。

平成29年度から
検討実施 〇 〇 〇 〇

〇 〇 - - 活用- - 〇

- - - --

- - - - -

■ 氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する事項

〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

-

● 大規模工場等の自衛水防に係る
取組の促進

〇洪水浸水想定区域内における大規模工場等の立地状況を確認するとともに、市町村地域防災計画に定め
られた大規模工場等の浸水防止計画の作成状況、訓練の実施状況を確認する。

平成29年度から
検討実施 〇 〇 〇 〇 〇

- - - -〇 〇 〇 〇

-

〇浸水防止計画の作成状況や訓練の実施状況を踏まえ、それぞれの取組を促すための支援策について検
討・調整する。

平成29年度から
検討実施 -〇 〇 〇

-
● 洪水時の市町村庁舎等の機能
確保のための対策の充実

〇市町村庁舎等における洪水時に想定される浸水被害を確認し、適切に機能を確保するために必要な対策
(耐水化、非常用電源等の整備等)について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施 〇 〇 〇 〇

● 災害拠点病院等の施設管理者
への情報伝達の充実

〇洪水浸水想定区域内における災害拠点病院等の立地状況を確認し、施設管理者等に対する洪水時の確
実な情報伝達の方法について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施 〇 〇 〇 - ---

-

- - -

- -〇 〇 〇 〇 〇

-
● 水防団間での連携、協力に関す
る検討

〇大規模な氾濫に対してより広域的、効率的な水防活動が実施できるよう、各水防団の分団等の配置、管轄
区域等を共有し、洪水時の水防団間の連携・協力について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施 〇 〇 〇

- -〇 〇 〇 〇 〇 〇 -

参加

● 水防に関する広報の充実
〇各構成員の水防(水防団員の募集、自主防災組織、企業等の参画等)に関する広報の取組状況や取組予
定等を共有し、先進事例を踏まえた広報の充実について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施 〇 〇

〇 -〇 〇 〇 〇 〇 〇

● 水防訓練の充実

〇

〇毎年、関係機関が連携した水防実働訓練等を実施する。

〇県と市町村職員等を対象に水防技術講習会を実施する。

〇多様な関係機関、住民等の参加等による実践的な水防訓練について検討・調整する。

引き続き実施

- ● -

-

引き続き実施

平成29年度から
検討実施 〇

〇水防団等への連絡体制の確認と首長も参加した実践的な情報伝達訓練を実施する。 引き続き実施

- 〇 - -

- -- ● -● ● ● ● --● 水防資機材の整備等
〇各構成員が保有する水防資機材の配置について共有するとともに、水防資機材の整備や洪水時の相互応
援について検討・調整する。

引き続き実施 ● ● ● ●

- -● ● ● ● ● -

■ 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

● 重要水防箇所の確認
〇河川整備の進捗等を踏まえて、出水期前に重要水防箇所の確認を行うとともに、現地にて関係者による共
同点検等の実施について検討・調整する。

引き続き実施 ● ● ●

- - 〇 -〇 〇 〇 〇

- - -●

● 避難場所、避難経路の整備
〇避難場所、避難経路の整備に係る情報を共有するとともに、避難場所、避難経路の整備にあたっては、近
隣工事等の発生土砂を有効活用するなど、事業連携による効率的な整備となるよう検討・調整する。

平成29年度から
検討実施 〇 〇 〇 〇 -

３　地域防災力向上のための水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

〇 〇

〇危機管理型水位計(※)の配置計画を検討・調整する。
※危機管理型水位計：現在、国土交通省のプロジェクトにおいて開発を進めている、低コストで導入が容易なク
ラウド型・メンテナンスフリー水位計。

平成29年度から
検討実施 〇 〇 〇 〇

〇河川監視用カメラの配置計画(設置目的に応じた性能最適化・集約化等を含む)を検討・調整する。

〇 〇 〇

〇 〇
平成29年度から

検討実施 〇 〇 〇 〇

● 〇 〇 ●

〇 - ● 活用- -〇

● - ● 参加--

-

-

〇 〇 〇

〇 〇引き続き実施

〇

-

参加- - - - -

- -- - 〇 -

■ 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

● 危機管理型水位計、河川監視
用カメラの整備

● 防災教育の促進

〇防災教育に関する指導計画作成への支援など、小学校等の先生による防災教育の実施を拡大する方策等
に関する取組について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施 〇 〇

〇

〇

〇 〇

〇 -〇 〇

- - 〇 -

〇

-

-

-

〇 〇 〇〇

- -〇 〇

平成29年度から
検討実施 ● 〇

参加

〇住民の水防災意識を高め、地域防災力向上のための自主防災組織の充実を図る。

● まるごとまちごとハザードマップの
促進

〇各構成員による｢まるごとまちごとハザードマップ｣(生活空間における想定浸水深や避難場所等に係る看板等
の掲示)の取組状況を共有するとともに、｢まるごとまちごとハザードマップ実施の手引き｣(平成29年6月、国土交
通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室）等を参考に、取組の推進について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施 〇 〇 〇 〇

〇 ● 〇 〇 〇

- 活用

● 住民、関係機関が連携した避難
訓練等の充実

〇各市町村等による避難訓練の実施状況や実施予定を共有するとともに、住民等や多様な関係機関が連携
した避難訓練を検討・調整する。

平成29年度から
検討実施 ● 〇 〇 ● 〇

● 洪水ハザードマップの作成・改良
と周知

- - -

〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇

〇 -

- - 活用- -

〇想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図を踏まえた洪水ハザードマップの作成・公表の予定を共有
する。また、洪水ハザードマップが作成された場合は、当該洪水ハザードマップを共有する。

〇｢水害ハザードマップ作成の手引き｣(平成28年4月、国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画
室)等を参考に、洪水ハザードマップの住民への効果的な周知方法や、先進事例を踏まえたわかりやすい洪水
ハザードマップへの改良について検討・調整する。

平成29年度から
順次実施

平成29年度から
検討実施

●

●

〇 - 〇

〇

〇 ● 〇 〇〇 -

-

- - -

活用● ●

- - - -

２　水防災意識の再構築に向けた平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

● 活用- -

● 洪水警報の危険度分布等の提
供及び気象情報発信時の「警報級
の可能性」や「危険度を色分けした
時系列」等の発表・改善

〇警報等の解説・見える化により、気象情報発信時の情報入手のし易さをサポートする。
平成29年度から

順次実施 - - - -

-

■ 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

-- - ● - ●● ● ● -● ● ● ● ●

- - ●● ● ● ● ● -

〇 -

● 要配慮者利用施設等における避
難計画等の作成・訓練に対する支
援

〇洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内における要配慮者利用施設の立地状況を確認するとともに、市
町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の避難確保計画の作成状況、訓練の実施状況を確認す
る。

引き続き実施 ● ● ●

- - 〇〇 〇 〇 〇 〇
● 隣接市町村等への広域避難体
制の構築

〇各市町村において洪水浸水想定区域図等の水害リスク情報を踏まえて避難場所及び避難経路を検討し、
当該市町村内の避難場所だけで避難者を収容できない場合等は、隣接市町村等における避難場所の設定や
洪水時の連絡体制等について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

- - -

〇避難確保計画の作成状況や訓練の実施状況を踏まえ、それぞれの取組を促すための支援策について検
討・調整する。また、施設職員だけで対応するのが難しい場合の地域の支援体制について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

●

活用

活用

-

-

-

-

●

●

〇 〇 〇

-

〇 〇 〇

〇

-

-

-

〇 〇

〇 〇

-

● 情報通信技術等を活用した住民
等へ適切かつ確実に情報伝達する
体制や方法の改善・充実

〇｢川の防災情報(国土交通省提供サイト)｣や、河川流域総合情報システム(福島県提供サイト)等、国と県が
有している河川水位やＣＣＴＶカメラ等のリアルタイム情報の住民等への周知方法について検討・調整する。

〇緊急速報メールの活用等、住民等に対する洪水情報や避難情報等の適切かつ確実な伝達体制・方法につ
いて、検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

平成29年度から
検討実施

〇

● 〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 - - 〇 - - -〇 〇

〇 〇 - - - - -〇

- 〇 活用-

● ●

● 水害危険性（浸水想定及び河川
水位等の情報）の周知

〇水位周知河川等の指定を行う河川について検討・調整するとともに、その進捗状況について確認する。
平成29年度から

順次実施

- ●

- 〇

- 〇

● ● - -

●

● ● ● ●
〇避難勧告等の発令判断基準の目安となる基準水位（氾濫危険水位、避難判断水位）の見直しの予定を共
有し、その進捗状況について確認する。 ● ● -- -

- -●

平成29年度から
順次実施 ● ● ● ● ●

● -● ● ●

-

-

- - ●● ● ●

〇

- - ●● ● ● ● ●

〇

〇小中学校等における水防災教育を実施する。
〇出前講座等を活用し、水防災等に関する説明会を実施する。

別紙①

凡例（〇：実施予定、●：実施中（実施済含む）、－：対象なし

関係機関

地
域
住
民

１　住民の避難行動に資するための情報伝達、避難計画等に関する取組

■ 情報伝達、避難計画等に関する事項

安
達
地
方

広
域
行
政
組
合

消
防
本
部

伊
達
地
方

消
防
組
合

消
防
本
部

福
島
県

県
北
建
設
事
務
所

福
島
県

県
北
地
方
振
興
局

気
象
庁

福
島
地
方
気
象
台

桑
折
町

大
玉
村

福
島
市

二
本
松
市

伊
達
市

主な内容 目標時期

-

〇 〇 〇 〇

本
宮
市

国
見
町

川
俣
町具体的取組

事項

具体的な取組の柱

● 避難勧告等の発令対象区域、発
令判断基準等の確認

● 洪水時等における河川管理者等
からの情報提供等の内容及びタイミ
ングの確認

〇洪水時等の市町村長による避難勧告等発令の判断を支援するため、洪水時等に気象台や河川管理者等
から市町村に提供する気象情報、河川情報及び土砂災害警戒情報の内容及び提供するタイミングを確認す
る。

〇直接市町村長等に気象情報、河川情報及び土砂災害警戒情報を伝達するホットラインの構築状況を確認
する。

平成29年度から
順次実施 ● ● ●

〇 〇

● ●

●

平成29年度から
順次実施

平成29年度から
順次実施

引き続き実施

〇｢避難勧告等に関するガイドライン｣(平成29年1月、内閣府(防災担当))を参考に、市町村が定めた洪水時等
における避難勧告等の発令対象区域、発令判断基準等の確認を行う。

〇市町村が定めた避難勧告発令等の発令判断基準等を踏まえて、防災行動と河川管理者及び市町村等そ
の実施主体を時系列で整理する｢水害対応タイムライン｣を作成するとともに、その運用状況を確認する。

資料２－２ 別紙①



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H29～33年度(5年間)の取組目標
別紙②　（１／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

二本松市

● 洪水時等における河川
管理者等からの情報提供
等の内容及びタイミングの
確認

〇洪水時等の市町村長による避難勧告等
発令の判断を支援するため、洪水時等に気
象台や河川管理者等から市町村に提供す
る気象情報、河川情報及び土砂災害警戒
情報の内容及び提供するタイミングを確認
する。

平成29年度から
順次実施

・洪水時等に気象台や河川管
理者等から提供される気象情
報、河川情報及び土砂災害警
戒情報の内容及び提供されるタ
イミングについて確認する。
【H29年度～】

・洪水時等に気象台や河川管
理者等から提供される気象情
報、河川情報及び土砂災害警
戒情報の内容及び提供されるタ
イミングについて確認する。
【H29年度～】

福島県
県北地方振興局

気象庁
福島地方気象台具体的取組

１　住民の避難行動に資するための情報伝達、避難計画等に関する取組

■ 情報伝達、避難計画等に関する事項

福島市
消防本部

伊達地方
消防組合
消防本部

安達地方
広域行政組合

消防本部
伊達市 本宮市

-

・避難勧告の発令判断の目
安となる氾濫危険情報の発
表等を建設事務所と気象台
で共同で実施している。
【継続実施】
・「警報級の可能性」「危険
度を色分けした時系列」の
提供の実施する。
【継続実施】

- --

・洪水時等に気象台や河川管
理者等から提供される気象情
報、河川情報及び土砂災害警
戒情報の内容及び提供されるタ
イミングについて確認する。
【H29年度～】

・洪水時等に気象台や河川管
理者等から提供される気象情
報、河川情報及び土砂災害警
戒情報の内容及び提供されるタ
イミングについて確認する。
【H29年度～】

・洪水時等に気象台や河川管
理者等から提供される気象情
報、河川情報及び土砂災害警
戒情報の内容及び提供されるタ
イミングについて確認する。
【H29年度～】

福島県
県北建設事務所

・市町村に提供する河川情
報及び土砂災害警戒情報
の内容及び提供するタイミン
グについて確認する。
【H29年度～】

・直接村長等に河川情報及び
土砂災害警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況を確認
し、運用を開始する。気象情報
については、継続実施する。
【H29年度～】

-

・洪水時等における避難勧告等
の発令対象区域、発令判断基
準等の確認を行う。
【H29年度～】 - - -

・避難判断及び配備基準へ
の気象情報の利活用に関
する助言等支援を行う。
【H29年度～】

・洪水時等における避難勧告等
の発令対象区域、発令判断基
準等の確認を行う。
【H29年度～】

・洪水時等における避難勧告等
の発令対象区域、発令判断基
準等の確認を行う。
【H29年度～】 -

・直接市町村長等に河川情
報及び土砂災害警戒情報
を伝達するホットラインの構
築状況を確認し、運用を開
始する。
【H29年度～】

・洪水時等における避難勧
告等の発令対象区域、発
令判断基準等の確認を行
う。
【H29年度～】

- - -
〇直接市町村長等に気象情報、河川情報
及び土砂災害警戒情報を伝達するホットラ
インの構築状況を確認する。

平成29年度から
順次実施

・直接市長等に河川情報及び
土砂災害警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況を確認
し、運用を開始する。気象情報
については、継続実施する。
【H29年度～】

・直接市町村長等に河川情報
及び土砂災害警戒情報を伝達
するホットラインの構築状況を確
認し、運用を開始する。気象情
報については、継続実施する。
【H29年度～】

・直接市町村長等に河川情報
及び土砂災害警戒情報を伝達
するホットラインの構築状況を確
認し、運用を開始する。気象情
報については、継続実施する。
【H29年度～】

・直接市町村長等に河川情報
及び土砂災害警戒情報を伝達
するホットラインの構築状況を確
認し、運用を開始する。気象情
報については、継続実施する。
【H29年度～】

-

・基準水位（氾濫危険水位、避
難判断水位）の見直しの進捗状
況及び今後の予定について確
認する。
【H29年度～】

・基準水位（氾濫危険水位、避
難判断水位）の見直しの進捗状
況及び今後の予定について確
認する。
【H29年度～】

-

・市町村の｢水害対応タイム
ライン｣の作成に向けた支援
を行う。
【H29年度～】- - --

・市町村の｢水害対応タイム
ライン｣の作成に向けた支援
を行う。
【H29年度～】

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しを継続実施し、進捗状況
及び今後の予定について情
報共有を図る。
【H27年度～継続実施】

・｢水害対応タイムライン｣を作成
に向け検討し、作成後、運用状
況を確認し、必要な場合は、
フォローアップを行う。
【H29年度～】

・｢水害対応タイムライン｣の作
成・運用について検討し、作成
後運用状況を確認する。
【Ｈ30年度～】

・基準水位（氾濫危険水位、避
難判断水位）の見直しの進捗状
況及び今後の予定について確
認する。
【H29年度～】

・直接市町村長等に気象情
報を伝達するホットラインの
構築状況を確認し、連絡体
制を確立する。
【H23年6月～継続実施】

・直接市町村長等に河川情報
及び土砂災害警戒情報を伝達
するホットラインの構築状況を確
認し、運用を開始する。気象情
報については、継続実施する。
【H29年度～】

・直接町長等に河川情報及び
土砂災害警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況を確認
し、運用を開始する。
【H29年度～】

● 避難勧告等の発令対
象区域、発令判断基準等
の確認

〇｢避難勧告等に関するガイドライン｣(平成
29年1月、内閣府(防災担当))を参考に、市
町村が定めた洪水時等における避難勧告
等の発令対象区域、発令判断基準等の確
認を行う。

平成29年度から
順次実施

・洪水時等における避難勧告等
の発令対象区域、発令判断基
準等の確認を行う。
【H29年度～】

・各河川の洪水時等における避
難勧告等の発令基準等の確認
を行う。
【H29年度～】

・洪水時等における避難勧告等
の発令対象区域、発令判断基
準等の確認を行う。
【H29年度～】

・洪水時等における避難勧告等
の発令対象区域、発令判断基
準等の確認を行う。
【H29年度～】

-

〇市町村が定めた避難勧告発令等の発令
判断基準等を踏まえて、防災行動と河川管
理者及び市町村等その実施主体を時系列
で整理する｢水害対応タイムライン｣を作成す
るとともに、その運用状況を確認する。

平成29年度から
順次実施

・｢水害対応タイムライン｣を作成
に向け検討し、作成後、運用状
況を確認し、必要な場合は、
フォローアップを行う。
【H29年度～】

・｢水害対応タイムライン｣を作成
に向け検討し、作成後、運用状
況を確認し、必要な場合は、
フォローアップを行う。
【H29年度～】

・｢水害対応タイムライン｣を作成
に向け検討し、作成後、運用状
況を確認し、必要な場合は、
フォローアップを行う。
【H29年度～】

- -

〇避難勧告等の発令判断基準の目安とな
る基準水位（氾濫危険水位、避難判断水
位）の見直しの予定を共有し、その進捗状況
について確認する。

引き続き実施

・基準水位（氾濫危険水位、避
難判断水位）の見直しの進捗状
況及び今後の予定について確
認する。
【H29年度～】

・基準水位（氾濫危険水位、避
難判断水位）の見直しの進捗状
況及び今後の予定について確
認する。
【H29年度～】

・基準水位（氾濫危険水位、避
難判断水位）の見直しの進捗状
況及び今後の予定について確
認する。
【H29年度～】

・基準水位（氾濫危険水位、避
難判断水位）の見直しの進捗状
況及び今後の予定について確
認する。
【H29年度～】

〇｢地域の水害危険性の周知に関するガイド
ライン｣(平成29年3月、国土交通省水管理・
国土保全局河川環境課）を参考に、簡易な
方法による水害危険性の周知を行う河川及
び当該河川における情報提供の方法につい
て検討・調整するとともに、その進捗状況に
ついて確認する。

平成29年度から
順次実施

・簡易な方法による水害危険性
を周知する河川及び当該河川
における情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認する。
【H29年度～】

・簡易な方法による水害危険性
を周知する河川及び当該河川
における情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認する。
【H29年度～】

・簡易な方法による水害危険性
を周知する河川及び当該河川
における情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認する。
【H29年度～】

・簡易な方法による水害危険性
を周知する河川及び当該河川
における情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認する。
【H29年度～】

・新たに水位周知河川等の指
定を行う河川について、関係機
関と検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。
【H29年度～】

・新たに水位周知河川等の指
定を行う河川について、関係機
関と検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。
【H29年度～】

〇水位周知河川等の指定を行う河川につい
て検討・調整するとともに、その進捗状況に
ついて確認する。

平成29年度から
順次実施

・新たに水位周知河川等の指
定を行う河川について、関係機
関と検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。
【H29年度～】

・新たに水位周知河川等の指
定を行う河川について、関係機
関と検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。
【H29年度～】

- -

・簡易な方法による水害危険性
を周知する河川及び当該河川
における情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認する。
【H31年度～】

・簡易な方法による水害危険性
を周知する河川及び当該河川
における情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認する。
【H29年度～】

・簡易な方法による水害危険性
を周知する河川及び当該河川
における情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認する。
【H29年度～】

-

- -- -

- -

-

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係市町村と検討・調整を
行う。
【H29年度～】

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係市町村
と検討・調整を行う。
【H29年度～】

〇｢川の防災情報(国土交通省提供サイト)｣
や、河川流域総合情報システム(福島県提
供サイト)等、国と県が有している河川水位や
ＣＣＴＶカメラ等のリアルタイム情報の住民等
への周知方法について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・二本松市ウェブサイト（防災情
報）に｢川の防災情報(国土交通
省提供サイト)｣や、河川流域総
合情報システム(福島県提供サ
イト)等のリンク貼り付けや市広報
誌へ掲載し周知を図る。
【H29年度～】

・伊達市防災ウェブサイトに｢川
の防災情報(国土交通省提供
サイト)｣や、河川流域総合情報
システム(福島県提供サイト)等
のバナー添付や伊達市広報誌
へ掲載し周知を図る。
【H29年度～】

・本宮市ウェブサイト（防災情
報）に｢川の防災情報(国土交通
省提供サイト)｣や、河川流域総
合情報システム(福島県提供サ
イト)等のリンク貼り付けや市広報
誌へ掲載し周知を図る。
【H29年度～】

・町のＨＰに｢川の防災情報(国
土交通省提供サイト)｣や、河川
流域総合情報システム(福島県
提供サイト)等のバナー添付や
広報誌へ掲載し周知を図る。
【H29年度～】

川俣町広報誌へ掲載し周知を
図る。
【H30年度～】

・防災行政無線や緊急速報メー
ル等の活用により、住民への周
知を図る。
【H29年度～】

同報系防災無線や緊急速報
メールを活用して、住民への周
知を図る。【H29年度～】

・防災行政無線やコミュニティー
FMの活用により、住民への周知
を図る。
【H29年度～】

・福島市防災ウェブサイトに｢川
の防災情報(国土交通省提供
サイト)｣や、河川流域総合情報
システム(福島県提供サイト)等
のバナー添付や広報誌（市政だ
より）へ掲載し周知を図る。
【H29年度～】

・登録制メール、SNS、Lアラー
ト、コミュニティーFMの活用によ
り、住民への周知を図る。
【継続実施】

〇緊急速報メールの活用等、住民等に対す
る洪水情報や避難情報等の適切かつ確実
な伝達体制・方法について、検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

- - - - -

・市町村内の避難場所による避
難者の収容の可否を再確認し、
収容困難な場合は、隣接市町
村等における避難場所の設定
や洪水時の連絡体制等につい
て検討・調整する。
【H29年度～】

・市町村内の避難場所による避
難者の収容の可否を再確認し、
収容困難な場合は、隣接市町
村等における避難場所の設定
や洪水時の連絡体制等につい
て検討・調整する。
【H29年度～】

- - -

・防災行政無線やyahoo!防災
速報の活用により、住民への周
知を図る。
【H29年度～】

・防災行政無線により、住民へ
の周知を図る。
【H32年度～】

・防災行政無線や緊急速報メー
ル等の活用により、住民への周
知を図る。
【H29年度～】

・防災行政無線や緊急速報メー
ルの活用により、住民への周知
を図る。
【H29年度～】 -

・河川流域総合情報システ
ム(福島県提供サイト)によ
り、河川水位、雨量情報等
の発信を継続実施する。
【継続実施】

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図等の
水害リスク情報を作成後、
順次、関係市町村へ提供
する。
【H29年度～】

・避難確保計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、それ
ぞれの取組を促すための支援
策について検討・調整する。
【H29年度～】

● 情報通信技術等を活
用した住民等へ適切かつ
確実に情報伝達する体制
や方法の改善・充実

- - -

・作成に必要な情報の提供
及び支援を実施する。
【H28年度～】

・市町村内の避難場所による避
難者の収容の可否を再確認し、
収容困難な場合は、隣接市町
村等における避難場所の設定
や洪水時の連絡体制等につい
て検討・調整する。
【H31年度～】

・町内の避難場所による避難者
の収容の可否を再確認し、収容
困難な場合は、隣接市町村等
における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検
討・調整する。
【H29年度～】

・村内の避難場所による避難者
の収容の可否を再確認し、収容
困難な場合は、隣接市町村等
における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検
討・調整する。
【H29年度～】

-

- - - -

・町ウェブサイトに｢川の防災情
報(国土交通省提供サイト)｣や、
河川ライブカメラ情報を掲載し
周知を図る。
【H29年度～】

・大玉村ホームページに｢川の
防災情報(国土交通省提供サイ
ト)｣や、河川流域総合情報シス
テム(福島県提供サイト)等のバ
ナー添付や大玉村広報誌へ掲
載しを検討し、周知を図る。
【H29年度～】

-

・H29年７月に大雨特別警
報の改善を行い、引き続き
情報の発信・改善を実施す
る。
【継続実施】

● 隣接市町村等への広
域避難体制の構築

〇各市町村において洪水浸水想定区域図
等の水害リスク情報を踏まえて避難場所及
び避難経路を検討し、当該市町村内の避難
場所だけで避難者を収容できない場合等
は、隣接市町村等における避難場所の設定
や洪水時の連絡体制等について検討・調整
する。

平成29年度から
検討実施

・市内の避難場所による避難者
の収容の可否を再確認し、収容
困難な場合は、隣接市町村等
における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検
討・調整する。
【H29年度～】

・市町村内の避難場所による避
難者の収容の可否を再確認し、
収容困難な場合は、隣接市町
村等における避難場所の設定
や洪水時の連絡体制等につい
て検討・調整する。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域や土砂災
害警戒区域内における要配慮
者利用施設の立地状況を確認
後、町地域防災計画に記載し、
要配慮者利用施設の避難確保
計画作成及び避難訓練実施の
促進を図る。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域や土砂災
害警戒区域内における要配慮
者利用施設の立地状況を確認
後、村地域防災計画に記載し、
要配慮者利用施設の避難確保
計画作成及び避難訓練実施の
促進を図る。
【H29年度～】

-

・避難確保計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、それ
ぞれの取組を促すための支援
策について検討・調整する。
【H29年度～】

・避難確保計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、それ
ぞれの取組を促すための支援
策について検討・調整する。
【H29年度～】

-

● 要配慮者利用施設等
における避難計画等の作
成・訓練に対する支援

〇洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域
内における要配慮者利用施設の立地状況
を確認するとともに、市町村地域防災計画
に定められた要配慮者利用施設の避難確
保計画の作成状況、訓練の実施状況を確
認する。

引き続き実施

・洪水浸水想定区域や土砂災
害警戒区域内における要配慮
者利用施設の立地状況を確認
後、市地域防災計画に記載し、
要配慮者利用施設の避難確保
計画作成及び避難訓練実施の
促進を図る。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域や土砂災
害警戒区域内における要配慮
者利用施設の立地状況を確認
後、市町村地域防災計画に記
載し、要配慮者利用施設の避
難確保計画作成及び避難訓練
実施の促進を図る。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域や土砂災
害警戒区域内における要配慮
者利用施設の立地状況を確認
後、市地域防災計画に記載し、
要配慮者利用施設の避難確保
計画作成及び避難訓練実施の
促進を図る。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域や土砂災
害警戒区域内における要配慮
者利用施設の立地状況を確認
後、市町村地域防災計画に記
載し、要配慮者利用施設の避
難確保計画作成及び避難訓練
実施の促進を図る。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域や土砂災
害警戒区域内における要配慮
者利用施設の立地状況を確認
後、市町村地域防災計画に記
載し、要配慮者利用施設の避
難確保計画作成及び避難訓練
実施の促進を図る。
【H29年度～】

・避難確保計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、それ
ぞれの取組を促すための支援
策について検討・調整する。
【H29年度～】

・避難確保計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、それ
ぞれの取組を促すための支援
策について検討・調整する。
【H29年度～】

・避難確保計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、それ
ぞれの取組を促すための支援
策について検討・調整する。
【H29年度～】

・避難確保計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、それ
ぞれの取組を促すための支援
策について検討・調整する。
【H29年度～】

・避難確保計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、それ
ぞれの取組を促すための支援
策について検討・調整する。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域や土砂災
害警戒区域内における要配慮
者利用施設の立地状況を確認
後、市町村地域防災計画に記
載し、要配慮者利用施設の避
難確保計画作成及び避難訓練
実施の促進を図る。
【H29年度～】

〇避難確保計画の作成状況や訓練の実施
状況を踏まえ、それぞれの取組を促すため
の支援策について検討・調整する。また、施
設職員だけで対応するのが難しい場合の地
域の支援体制について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・福島県等関係機関と連携
して、避難確保計画等作成
や避難訓練等のシナリオ策
定、訓練用の情報提供等に
必要な支援を行う。
【H28年度～継続実施】

- - -

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策について検
討・調整する。
【H29年度～】

-

- - - -

・要配慮者利用施設の避難
確保計画の作成及び避難
訓練の実施について、関係
市町村への技術的支援を
行う。
【H28年度～継続実施】

-

・H29年7月から、警報等の
解説・見える化により、気象
情報発信時の情報入手のし
易さを改善する。
【H29年度～】

- - - - - -

● 洪水警報の危険度分
布等の提供及び気象情報
発信時の「警報級の可能
性」や「危険度を色分けし
た時系列」等の発表・改善

〇警報等の解説・見える化により、気象情報
発信時の情報入手のし易さをサポートする。

平成29年度から
順次実施

- - - --

大玉村

- - - -

河川流域総合情報システム
（福島県提供サイト）のス
マートフォン用サイトにより、
河川水位やCCTVカメラ等
のリアルタイム情報の発信を
継続実施する。
【継続実施】

福島市

・洪水時等に気象台や河川管
理者等から提供される気象情
報、河川情報及び土砂災害警
戒情報の内容及び提供されるタ
イミングについて確認する。
【H29年度～】

・直接市長等に河川情報及び
土砂災害警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況を確認
し、運用を開始する。気象情報
については、継続実施する。
【H29年度～】

・洪水時等における避難勧告等
の発令対象区域、発令判断基
準等の確認を行う。
【H29年度～】

・｢水害対応タイムライン｣を作成
に向け検討し、作成後、運用状
況を確認し、必要な場合は、
フォローアップを行う。
【H29年度～】

・基準水位（氾濫危険水位、避
難判断水位）の見直しの進捗状
況及び今後の予定について確
認する。
【H29年度～】

・新たに水位周知河川等の指
定を行う河川について、関係機
関と検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。
【H29年度～】

・簡易な方法による水害危険性
を周知する河川及び当該河川
における情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認する。
【H29年度～】

・新たに水位周知河川等の指
定を行う河川について、関係機
関と検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。
【H31年度～】

・新たに水位周知河川等の指
定を行う河川について、関係機
関と検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。
【H29年度～】

・新たに水位周知河川等の指
定を行う河川について、関係機
関と検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。
【H29年度～】

・｢水害対応タイムライン｣を作成
に向け検討し、作成後、運用状
況を確認し、必要な場合は、
フォローアップを行う。
【H29年度～】

・｢水害対応タイムライン｣を作成
に向け検討し、作成後、運用状
況を確認する。
【H31年度～】

・洪水時等に気象台や河川管
理者等から提供される気象情
報、河川情報及び土砂災害警
戒情報の内容及び提供されるタ
イミングについて確認する。
【H29年度～】

・洪水時等に気象台や河川管
理者等から提供される気象情
報、河川情報及び土砂災害警
戒情報の内容及び提供されるタ
イミングについて確認する。
【H29年度～】

国見町 川俣町 桑折町

- -

・市内の避難場所による避難者
の収容の可否を再確認し、収容
困難な場合は、隣接市町村等
における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検
討・調整する。
【H29年度～】

- - - - -

・気象台と連携して利活用
の促進を図る。
【H29年度～】

-

・H29.7月までに洪水警報・
大雨（浸水）警報の危険度
分布、警報の可能性及び危
険度を色分けした時系列を
発表し、これらの利活用を
図る。
【H29年度～】

● 水害危険性（浸水想定
及び河川水位等の情報）
の周知

〇洪水警報・大雨（浸水）警報の危険度分
布及び流域雨量指数の予測値の利活用推
進を図る。

平成29年度から
順次実施

-

〇気象庁HP等を活用した情報提供と利活
用について促進を図る。

引き続き実施 -

-

・洪水警報・大雨（浸水）警
報の危険度分布及び流域
雨量指数の予測値の利活
用推進を図る。
【H29年度～】

- - - - -

資料２－２ 別紙②



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H29～33年度(5年間)の取組目標
具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

福島市 二本松市 伊達市 本宮市 国見町 川俣町 桑折町 大玉村
福島市

消防本部

安達地方
広域行政組合

消防本部

伊達地方
消防組合
消防本部

福島県
県北地方振興局

気象庁
福島地方気象台具体的取組

福島県
県北建設事務所

--

・県管理河川のうち、水位周知
河川等について、想定最大規
模降雨による洪水浸水想定区
域図等の作成・公表の予定を
共有する。また、洪水浸水想定
区域図が作成された場合は当
該区域図を共有する。
【H28年度～継続実施】

・県管理河川のうち、水位周知
河川等について、想定最大規
模降雨による洪水浸水想定区
域図等の作成・公表の予定を
共有する。また、洪水浸水想定
区域図が作成された場合は当
該区域図を共有する。
【H29年度～】

別紙②　（２／３）

・県管理河川のうち、水位周知
河川等について、想定最大規
模降雨による洪水浸水想定区
域図等の作成・公表の予定を
共有する。また、洪水浸水想定
区域図が作成された場合は当
該区域図を共有する。
【H28年度～継続実施】

・県管理河川のうち、水位周知
河川等について、想定最大規
模降雨による洪水浸水想定区
域図等の作成・公表の予定を
共有する。また、洪水浸水想定
区域図が作成された場合は当
該区域図を共有する。
【H28年度～継続実施】

● 想定最大規模降雨に
係る洪水浸水想定区域図
等の共有

〇国又は県による想定最大規模降雨に係る
洪水浸水想定区域図等の作成・公表の予
定を共有する。また、洪水浸水想定区域図
が作成された場合は当該洪水浸水想定区
域図を共有する（なお、共有された洪水浸
水想定区域図については、土地利用や都市
計画の検討等においても広く活用されるよう
各構成員において確認する。）。

引き続き実施

・県管理河川のうち、水位周知
河川等について、想定最大規
模降雨による洪水浸水想定区
域図等の作成・公表の予定を
共有する。また、洪水浸水想定
区域図が作成された場合は当
該区域図を共有する。
【H28年度～継続実施】

・県管理河川のうち、水位周知
河川等について、想定最大規
模降雨による洪水浸水想定区
域図等の作成・公表の予定を
共有する。また、洪水浸水想定
区域図が作成された場合は当
該区域図を共有する。
【H28年度～継続実施】

・県管理河川のうち、水位周知
河川等について、想定最大規
模降雨による洪水浸水想定区
域図等の作成・公表の予定を
共有する。また、洪水浸水想定
区域図が作成された場合は当
該区域図を共有する。
【H28年度～継続実施】

● 洪水ハザードマップの
作成・改良と周知

- - - -

・想定最大規模降雨による洪水
浸水想定区域図を踏まえた洪
水ハザードマップの作成・公表
の予定を共有する。また、洪水
ハザードマップが作成された場
合は、当該洪水ハザードマップ
を共有する。
【H31年度～】

・想定最大規模降雨による洪水
浸水想定区域図を踏まえた洪
水ハザードマップの作成・公表
の予定を共有する。また、洪水
ハザードマップを作成した場合
は、当該洪水ハザードマップを
共有する。
【H29年度～】

・想定最大規模降雨による洪水
浸水想定区域図を踏まえた洪
水ハザードマップの作成・公表
の予定を共有する。また、洪水
ハザードマップが作成された場
合は、当該洪水ハザードマップ
を共有する。
【H29年度～】 -

- - -

〇想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定
区域図を踏まえた洪水ハザードマップの作
成・公表の予定を共有する。また、洪水ハ
ザードマップが作成された場合は、当該洪水
ハザードマップを共有する。

平成29年度から
順次実施

・想定最大規模降雨による洪水
浸水想定区域図を踏まえた洪
水ハザードマップの作成・公表
の予定を共有する。また、洪水
ハザードマップが作成された場
合は、当該洪水ハザードマップ
を共有する。
【H29年度～】

・想定最大規模降雨による洪水
浸水想定区域図を踏まえた洪
水ハザードマップの作成・公表
の予定を共有する。また、洪水
ハザードマップが作成された場
合は、当該洪水ハザードマップ
を共有する。
【H29年度～】

・想定最大規模降雨による洪水
浸水想定区域図を踏まえた洪
水ハザードマップの作成・公表
の予定を共有する。また、洪水
ハザードマップが作成された場
合は、当該洪水ハザードマップ
を共有する。
【H29年度～】

・平成29年3月に「国見町防災
マップ」を作成し、全世帯に配布
済み。【H29.3】
・県管理河川の見直しを見据え
ながら実施予定。

・洪水ハザードマップの住民への
効果的な周知方法や、先進事
例を踏まえたわかりやすい洪水
ハザードマップの作成について
検討・調整する。
【H29年度～】 - -

〇｢水害ハザードマップ作成の手引き｣(平成
28年4月、国土交通省水管理・国土保全局
河川環境課水防企画室)等を参考に、洪水
ハザードマップの住民への効果的な周知方
法や、先進事例を踏まえたわかりやすい洪
水ハザードマップへの改良について検討・調
整する。

平成29年度から
検討実施

・洪水ハザードマップの住民への
効果的な周知方法や、先進事
例を踏まえたわかりやすい洪水
ハザードマップへの改良につい
て検討・調整する。
【H31年度～】

・洪水ハザードマップの住民への
効果的な周知方法や、先進事
例を踏まえたわかりやすい洪水
ハザードマップへの改良につい
て検討・調整する。
【H29年度～】

〇住民の水防災意識を高め、地域防災力
向上のための自主防災組織の充実を図る。

・避難訓練の実施状況や実施
予定を共有するとともに、住民
等や多様な関係機関が連携し
た避難訓練を検討・調整する。
【H29年度～】

・例年、実施している防災訓練
多くの住民が参加できるよう住
民等や多様な関係機関が連携
した避難訓練を検討・調整す
る。
【H29年度～】

・避難訓練の実施状況や実施
予定を共有するとともに、住民
等や多様な関係機関が連携し
た避難訓練を検討・調整する。
【H31年度～】

・避難訓練の実施状況や実施
予定を共有するとともに、住民
等や多様な関係機関が連携し
た避難訓練を検討・調整する。
【H29年度～】

・避難訓練の実施状況や実施
予定を共有するとともに、住民
等や多様な関係機関が連携し
た避難訓練を検討・調整する。
【H29年度～】

・避難訓練の実施状況や実施
予定を共有するとともに、住民
等や多様な関係機関が連携し
た避難訓練を検討・調整する。
【H29年度～】

・小学校等の先生による防災教
育の実施を拡大する方策等に
関する取組について検討・調整
する。
【H29年度～】

-

・国の支援により作成した指
導計画について市町村と情
報共有を図る。
【H29年度～】

- - -

■ 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

● 危機管理型水位計、
河川監視用カメラの整備

〇危機管理型水位計(※)の配置計画を検
討・調整する。
※危機管理型水位計：現在、国土交通省の
プロジェクトにおいて開発を進めている、低コ
ストで導入が容易なクラウド型・メンテナンス
フリー水位計。

平成29年度から
検討実施

-

-

〇河川監視用カメラの配置計画(設置目的
に応じた性能最適化・集約化等を含む)を検
討・調整する。

・自主防災組織と連携して、住
民の水防災意識を高め、地域
防災力の向上を図る。
【H29年度～】

-

・自主防災組織と連携して、住
民の水防災意識を高め、地域
防災力の向上を図る。
【H31年度～】

・自主防災組織と連携して、住
民の水防災意識を高め、地域
防災力の向上を図る。
【H29年度～】

・自主防災組織と連携して、住
民の水防災意識を高め、地域
防災力の向上を図る。
【H29年度～】

-

● 防災教育の促進

・例年、8月頃（夏休み期間中）
に「キッズ防災教室」を実施。
・さらなる拡大に向け方策等に
関する取組について検討する。
【H29年度～】

-

・河川監視用カメラの配置計画
について、関係機関と検討・調
整を図る。
【H29年度～】

-

● まるごとまちごとハザー
ドマップの促進

〇各構成員による｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における想定浸水深や避
難場所等に係る看板等の掲示)の取組状況
を共有するとともに、｢まるごとまちごとハザー
ドマップ実施の手引き｣(平成29年6月、国土
交通省水管理・国土保全局河川環境課水
防企画室）等を参考に、取組の推進につい
て検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・｢まるごとまちごとハザードマッ
プ｣(生活空間における想定浸水
深や避難場所等に係る看板等
の掲示)の取組状況を共有し、
取組の推進について検討・調整
する。
【H29年度～】

-

-

・小学校等の先生による防災教
育の実施を拡大する方策等に
関する取組について検討・調整
する。
【H29年度～】

・水位計未設置河川をはじ
めとした危機管理型水位計
（簡易水位計）の新規設置
計画について、関係市町村
と検討・調整を図る。
【H29年度～】

- -

・｢まるごとまちごとハザードマッ
プ｣(生活空間における想定浸水
深や避難場所等に係る看板等
の掲示)の取組状況を共有し、
取組の推進について検討・調整
する。
【H29年度～】

・｢まるごとまちごとハザードマッ
プ｣(生活空間における想定浸水
深や避難場所等に係る看板等
の掲示)の取組状況を共有し、
取組の推進について検討・調整
する。
【H29年度～】

・｢まるごとまちごとハザードマッ
プ｣(生活空間における想定浸水
深や避難場所等に係る看板等
の掲示)の取組状況を共有し、
取組の推進について検討・調整
する。
【H29年度～】

・｢まるごとまちごとハザードマッ
プ｣(生活空間における想定浸水
深や避難場所等に係る看板等
の掲示)の取組状況を共有し、
取組の推進について検討・調整
する。
【H31年度～】

・｢まるごとまちごとハザードマッ
プ｣(生活空間における想定浸水
深や避難場所等に係る看板等
の掲示)の取組状況を共有し、
取組の推進について検討・調整
する。
【H29年度～】

・｢まるごとまちごとハザードマッ
プ｣(生活空間における想定浸水
深や避難場所等に係る看板等
の掲示)の作成について検討・
調整する。
【H29年度～】 -

・避難訓練の実施状況や実施
予定を共有するとともに、住民
等や多様な関係機関が連携し
た避難訓練を検討・調整する。
【H29年度～】

平成29年度から
検討実施

・自主防災組織と連携して、住
民の水防災意識を高め、地域
防災力の向上を図る。
【H29年度～】

・河川監視用カメラの配置
計画について、関係市町村
と検討・調整を図る。
【H29年度～】 -

- --

〇各市町村等による避難訓練の実施状況
や実施予定を共有するとともに、住民等や
多様な関係機関が連携した避難訓練を検
討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有する。
【H29年度～】

・危機管理型水位計（簡易水位
計）の新規設置について、関係
機関と検討・調整を図る。
【H29年度～】

--

・危機管理型水位計（簡易水位
計）の新規設置について、関係
機関と検討・調整を図る。
【H29年度～】

・河川監視用カメラの配置計画
について、関係機関と検討・調
整を図る。
【H29年度～】

・教育委員会と連携し、小学校
総合学習授業での水防災教育
の取組の実施について検討す
る。
【H30年度～】

〇防災教育に関する指導計画作成への支
援など、小学校等の先生による防災教育の
実施を拡大する方策等に関する取組につい
て検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・小学校等の先生による防災教
育の実施を拡大する方策等に
関する取組について検討・調整
する。
【H29年度～】

・小学校等の先生による防災教
育の実施を拡大する方策等に
関する取組について検討・調整
する。
【H29年度～】

・小学校等の先生による防災教
育の実施を拡大する方策等に
関する取組について検討・調整
する。
【H29年度～】

・危機管理型水位計（簡易水位
計）の新規設置について、関係
機関と検討・調整を図る。
【H29年度～】

・危機管理型水位計（簡易水位
計）の新規設置について、関係
機関と検討・調整を図る。
【H29年度～】

・危機管理型水位計（簡易水位
計）の新規設置について、関係
機関と検討・調整を図る。
【H29年度～】

- -

平成29年度から
検討実施

・避難場所、避難経路の整備に
係る情報を共有するとともに、効
率的な整備となるよう検討・調
整する。
【H29年度～】

・避難場所、避難経路の整備に
係る情報を共有するとともに、効
率的な整備となるよう検討・調
整する。
【H29年度～】

・避難場所、避難経路の整備に
係る情報を共有するとともに、効
率的な整備となるよう検討・調
整する。
【H29年度～】

・必要に応じて検討・調整する。
【H29年度～】

・避難場所、避難経路の整備に
係る情報を共有するとともに、効
率的な整備となるよう検討・調
整する。
【H31年度～】

・避難場所、避難経路の整備に
係る情報を共有するとともに、効
率的な整備となるよう検討・調
整する。
【H29年度～】

・河川監視用カメラの配置計画
について、関係機関と検討・調
整を図る。
【H29年度～】

・河川監視用カメラの配置計画
について、関係機関と検討・調
整を図る。
【H29年度～】

・河川監視用カメラの配置計画
について、関係機関と検討・調
整を図る。
【H29年度～】平成29年度から

検討実施

- -

・河川監視用カメラの配置計画
について、関係機関と検討・調
整を図る。
【H29年度～】

・河川監視用カメラの配置計画
について、関係機関と検討・調
整を図る。
【H29年度～】 -

-

・危機管理型水位計（簡易水位
計）の新規設置について、関係
機関と検討・調整を図る。
【H29年度～】

・危機管理型水位計（簡易水位
計）の新規設置について、関係
機関と検討・調整を図る。
【H31年度～】

・危機管理型水位計（簡易水位
計）の新規設置について、関係
機関と検討・調整を図る。
【H29年度～】

・河川監視用カメラの配置計画
について、関係機関と検討・調
整を図る。
【H31年度～】

- -

・避難場所、避難経路の整備に
係る情報を共有するとともに、効
率的な整備となるよう検討・調
整する。
【H29年度～】

・避難場所、避難経路の整備に
係る情報を共有するとともに、効
率的な整備となるよう検討・調
整する。
【H29年度～】

- - -

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう検討・調整する。
【H29年度～】

● 避難場所、避難経路の
整備

〇避難場所、避難経路の整備に係る情報を
共有するとともに、避難場所、避難経路の整
備にあたっては、近隣工事等の発生土砂を
有効活用するなど、事業連携による効率的
な整備となるよう検討・調整する。

・国土交通省・国土地理院・
気象庁の連携による学校防
災教育への取り組みを実施
する。
【H28年度～継続実施】

・小学校等の先生による防災教
育の実施を拡大する方策等に
関する取組について検討・調整
する。
【H30年度～】

- -

● 住民、関係機関が連携
した避難訓練等の充実

・県管理河川のうち、水位周知
河川等について、想定最大規
模降雨による洪水浸水想定区
域図等の作成・公表の予定を
共有する。また、洪水浸水想定
区域図が作成された場合は当
該区域図を共有する。
【H28年度～継続実施】

・想定最大規模降雨による洪水
浸水想定区域図を踏まえた洪
水ハザードマップの作成・公表
の予定を共有する。また、洪水
ハザードマップが作成された場
合は、当該洪水ハザードマップ
を共有する。
【H29年度～】

・洪水ハザードマップの住民への
効果的な周知方法や、先進事
例を踏まえたわかりやすい洪水
ハザードマップへの改良につい
て検討・調整する。
【H29年度～】

・｢まるごとまちごとハザードマッ
プ｣(生活空間における想定浸水
深や避難場所等に係る看板等
の掲示)の取組状況を共有し、
取組の推進について検討・調整
する。
【H29年度～】

・避難訓練の実施状況や実施
予定を共有するとともに、住民
等や多様な関係機関が連携し
た避難訓練を検討・調整する。
【H29年度～】

・自主防災組織と連携して、住
民の水防災意識を高め、地域
防災力の向上を図る。
【H29年度～】

２　水防災意識の再構築に向けた平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

■ 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組
・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図の公
表に合わせて、洪水警報等
の見直しを随時図る。
【H28年度～継続実施】

- -

・県管理河川のうち、水位周
知河川等について、想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図等の作成を継
続実施するとともに、公表予
定を共有し、洪水浸水想定
区域図を作成後、当該区域
図を共有する。
【H28年度～継続実施】

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図の作
成後、洪水ハザードマップの
作成に必要な情報を関係
市町村へ提供し、公表予定
を共有する。また、洪水ハ
ザードマップが作成された場
合は、当該洪水ハザード
マップを共有する。
【H29年度～】

国土交通省と連携し、洪水
ハザードマップの住民への
効果的な周知方法や、先進
事例を踏まえたわかりやす
い洪水ハザードマップへの
改良について、関係市町村
と情報共有を図る。
【H29年度～】

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有する。
【H29年度～】

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有する。
【H29年度～】

-

・自主防災組織と連携して、住
民の水防災意識を高め、地域
防災力の向上を図る。
【H29年度～】

・自主防災組織と連携して、住
民の水防災意識を高め、地域
防災力の向上を図る。
【H29年度～】

・洪水ハザードマップの住民への
効果的な周知方法や、先進事
例を踏まえたわかりやすい洪水
ハザードマップへの改良につい
て検討・調整する。
【H29年度～】

・洪水ハザードマップの住民への
効果的な周知方法や、先進事
例を踏まえたわかりやすい洪水
ハザードマップへの改良につい
て検討・調整する。
【H29年度～】

・洪水ハザードマップの住民への
効果的な周知方法や、先進事
例を踏まえたわかりやすい洪水
ハザードマップへの改良につい
て検討・調整する。
【H29年度～】

・洪水ハザードマップの住民への
効果的な周知方法や、先進事
例を踏まえたわかりやすい洪水
ハザードマップへの改良につい
て検討・調整する。
【H29年度～】

・気象庁ワークショップ等を
通じた防災教育を支援す
る。【継続実施】
・日本赤十字社と連携した
学校防災教育への取り組み
を実施する。
【継続実施】

・教育委員会と連携し、小学校
総合学習授業での水防災教育
の取組の実施について検討す
る。
【H29年度～】

・教育委員会と連携し、小学校
総合学習授業での水防災教育
の取組の実施について検討す
る。
【H29年度～】 - - -

・平成21年度から行ってい
る「豪雨から子どもの命を守
る出前講座事業」を継続実
施する。
【継続実施】

〇小中学校等における水防災教育を実施
する。
〇出前講座等を活用し、水防災等に関する
説明会を実施する。

引き続き実施

・教育委員会と連携し、小学校
総合学習授業での水防災教育
の取組の実施について検討す
る。
【H29年度～】
・水防災意識高揚や防災力強
化を図るため、洪水ハザードマッ
プ出前講座を継続実施する。
【継続実施】

・教育委員会と連携し、小学校
総合学習授業等での水防災教
育の取組の実施について検討
する。
【H29年度～】

・教育委員会と連携し、小学校
総合学習授業での水防災教育
の取組の実施について検討す
る。
【H29年度～】

・教育委員会と連携し、小学校
総合学習授業での水防災教育
の取組の実施について検討す
る。
【H29年度～】

・教育委員会と連携し、小学校
総合学習授業での水防災教育
の取組の実施について検討す
る。
【H29年度～】

・小学校等の先生による防災教
育の実施を拡大する方策等に
関する取組について検討・調整
する。
【H29年度～】



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H29～33年度(5年間)の取組目標

・引き続き、関係機関が連携し
た水防訓練等を実施する。
【継続実施】

・引き続き、関係機関が連携し
た水防訓練等を実施する。
【継続実施】

・引き続き、関係機関が連携し
た水防訓練等を実施する。
【継続実施】

・引き続き、関係機関が連携し
た水防訓練等を実施する。
【継続実施】

・引き続き、水防団を中心に連
携した水防訓練等を実施する。
【継続実施】

・引き続き、関係機関が連携し
た水防訓練等を実施する。
【継続実施】

・関係機関が連携した水防訓練
等に参加する。
【継続実施】

・関係機関が連携した水防訓練
等に参加する。
【継続実施】 - - -

・引き続き、関係機関が連
携した水防訓練等を実施す
る。
【継続実施】

-

・関係機関と連携した情報
伝達訓練への支援を行う。
【継続実施】

・引き続き、水防技術講習会を
実施する。
【継続実施】

・引き続き、水防技術講習会へ
参加する。
【継続実施】

・引き続き、水防技術講習会を
実施する。
【継続実施】

・引き続き、水防技術講習会へ
参加する。
【継続実施】

・引き続き、水防技術講習会に
参加する。
【継続実施】

・引き続き、水防技術講習会を
実施する。
【継続実施】

・水防技術講習会に参加する。
【継続実施】

・引き続き、水防技術講習会に
参加する。
【継続実施】 - - -

・引き続き、市町村職員等
を対象に水防技術講習会を
実施する。
【継続実施】

- -

・引き続き、水防団等への連絡
体制の確認と首長も参加した実
践的な情報伝達訓練を実施す
る。
【継続実施】

・引き続き、水防団等への連絡
体制の確認と首長も参加した実
践的な情報伝達訓練に参加す
る。
【継続実施】

・引き続き、水防団等への連絡
体制の確認と首長も参加した実
践的な情報伝達訓練を実施す
る。
【継続実施】

・引き続き、水防団等への連絡
体制の確認と首長も参加した実
践的な情報伝達訓練に参加す
る。
【継続実施】

・水防団等への連絡体制の確
認と首長も参加した実践的な情
報伝達訓練を検討・実施する。
【継続実施】

・引き続き、水防団等への連絡
体制の確認と首長も参加した実
践的な情報伝達訓練を実施す
る。
【継続実施】

・水防団等への連絡体制の確
認と首長も参加した実践的な情
報伝達訓練を実施する。
【継続実施】

・消防団への連絡体制の確認と
首長も参加した実践的な情報
伝達訓練を実施する。
【継続実施】 - - -

・引き続き、市町村への連
絡体制の確認と首長も参加
した実践的な情報伝達訓練
を実施する。
【継続実施】

-

・市町村や関係機関等の要
請により、情報提供等の訓
練への支援を実施する。
【継続実施】

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

福島市 二本松市 伊達市 本宮市 国見町 川俣町 桑折町 大玉村
福島市

消防本部

安達地方
広域行政組合

消防本部

伊達地方
消防組合
消防本部

福島県
県北地方振興局

気象庁
福島地方気象台具体的取組

・出水期前に重要水防箇所の
確認を行うとともに、現地にて関
係者による共同点検等の実施
する。
【継続実施】

・出水期前に河川の確認を行う
とともに、現地にて関係者による
共同点検等の実施する。
【継続実施】 -

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等を実施する。
【継続実施】

別紙②　（３／３）

３　地域防災力向上のための水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

■ 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項
・出水期前に重要水防箇所の
確認を行うとともに、現地にて関
係者による共同点検等の実施
する。
【継続実施】

・出水期前に重要水防箇所の
確認を行うとともに、現地にて関
係者による共同点検等の実施
する。
【継続実施】

・出水期前に重要水防箇所の
確認を行うとともに、現地にて関
係者による共同点検等の実施
する。
【継続実施】

・毎年８月に福島河川国道事務
所で実施している重要水防箇所
合同パトロールへの参加をを継
続する。
【継続実施】

福島県
県北建設事務所

- -

-

・水防計画に基づく資機材の必
要数量を確保し、情報共有を図
る。
【継続実施】

・消防団と連携し、資機材の必
要数量を確保し、情報共有を図
る。
【継続実施】

-

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。
【継続実施】

-

・水防計画に基づく資機材の必
要数量を確保し、情報共有を図
る。
【継続実施】

〇各構成員が保有する水防資機材の配置
について共有するとともに、水防資機材の整
備や洪水時の相互応援について検討・調整
する。

引き続き実施

・水防計画に基づく資機材の必
要数量を確保し、情報共有を図
る。
【継続実施】

・水防計画に基づく資機材の必
要数量を確保し、情報共有を図
る。
【継続実施】

・水防計画に基づく資機材の必
要数量を確保し、情報共有を図
る。
【継続実施】

・随時、水防団と連携し水防活
動に必要な資機材の状況の確
認、必要数の整備と確保を行
う。【継続実施】

〇毎年、関係機関が連携した水防実働訓
練等を実施する。

引き続き実施

〇県と市町村職員等を対象に水防技術講
習会を実施する。

引き続き実施

〇水防団等への連絡体制の確認と首長も
参加した実践的な情報伝達訓練を実施す
る。

引き続き実施

〇多様な関係機関、住民等の参加等による
実践的な水防訓練について検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

● 水防に関する広報の充
実

〇各構成員の水防(水防団員の募集、自主
防災組織、企業等の参画等)に関する広報
の取組状況や取組予定等を共有し、先進事
例を踏まえた広報の充実について検討・調
整する。

平成29年度から
検討実施

・水防(自主防災組織、企業等
の参画等)に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有し、
先進事例を踏まえた広報の充
実について検討・調整する。
【H29年度～】

・水防(水防団員の募集、自主
防災組織、企業等の参画等)に
関する広報の取組状況や取組
予定等を共有し、先進事例を踏
まえた広報の充実について検
討・調整する。
【H29年度～】

・水防(自主防災組織、企業等
の参画等)に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有し、
先進事例を踏まえた広報の充
実について検討・調整する。
【H29年度～】

・水防(水防団員の募集、自主
防災組織、企業等の参画等)に
関する広報の取組状況や取組
予定等を共有し、先進事例を踏
まえた広報の充実について検
討・調整する。
【H29年度～】

・水防(水防団員の募集、自主
防災組織、企業等の参画等)に
関する広報の取組状況や取組
予定等を共有し、先進事例を踏
まえた広報の充実について検
討・調整する。
【H30年度～】

- - -

・お天気フェア等の広報行
事における水防災に関する
防災気象情報の活用に関
するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布を実
施する。
【継続実施】
・防災気象講演会を開催
し、広報活動を実施する。
【H29年度～】

・水防(水防団員の募集、自主
防災組織、企業等の参画等)に
関する広報の取組状況や取組
予定等を共有し、先進事例を踏
まえた広報の充実について検
討・調整する。
【H29年度～】

・消防団員の募集、自主防災組
織、企業等の参画等に関する
広報の取組状況や取組予定等
を共有し、先進事例を踏まえた
広報の充実について検討・調整
する。
【H29年度～】

-

・住民等の参加等による実践的
な水防訓練について検討・調整
する。
【H29年度～】

・水防(水防団員の募集、自主
防災組織、企業等の参画等)に
関する広報の取組状況や取組
予定等を共有し、先進事例を踏
まえた広報の充実について検
討・調整する。
【H29年度～】

・住民等の参加等による実践的
な水防訓練について検討・調整
する。
【H29年度～】

- -

・水防(水防団員の募集、自
主防災組織、企業等の参
画等)に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
する。また、先進事例の情
報を入手し、共有を図る。
【H29年度～】

・住民等の参加等による実践的
な水防訓練について検討・調整
する。
【H29年度～】

・住民等の参加等による実践的
な水防訓練について検討・調整
する。
【H29年度～】

・住民等の参加等による実践的
な水防訓練について検討・調整
する。
【H29年度～】

・住民等の参加等による実践的
な水防訓練について検討・調整
する。
【H29年度～】

・市町村との連携による実
践的な水防訓練について検
討・調整する。
【H29年度～】

- - -

・住民等の参加等による実践的
な水防訓練について検討・調整
する。
【H31年度～】

・住民等の参加等による実践的
な水防訓練について検討・調整
する。
【H29年度～】

● 水防団間での連携、協
力に関する検討

〇大規模な氾濫に対してより広域的、効率
的な水防活動が実施できるよう、各水防団
の分団等の配置、管轄区域等を共有し、洪
水時の水防団間の連携・協力について検
討・調整する。

平成29年度から
検討実施

- -

各水防団の分団等の配置、管
轄区域等を共有し、洪水時の
水防団間の連携・協力について
検討・調整する。
【H29年度～】

各水防団の分団等の配置、管
轄区域等を共有し、洪水時の
水防団間の連携・協力について
検討・調整する。
【H29年度～】

- -

- --

・洪水浸水想定区域内における
災害拠点病院等の立地状況を
確認し、施設管理者等に対する
洪水時の確実な情報伝達の方
法について検討・調整する。
【Ｈ29年度～】

・洪水浸水想定区域内における
災害拠点病院等の立地状況を
確認し、施設管理者等に対する
洪水時の確実な情報伝達の方
法について検討・調整する。
【Ｈ31年度～】

・洪水浸水想定区域内における
災害拠点病院等の立地状況を
確認し、施設管理者等に対する
洪水時の確実な情報伝達の方
法について検討・調整する。
【Ｈ29年度～】 -

各水防団の分団等の配置、管
轄区域等を共有し、洪水時の
水防団間の連携・協力について
検討・調整する。
【H29年度～】

各水防団の分団等の配置、管
轄区域等を共有し、洪水時の
水防団間の連携・協力について
検討・調整する。
【H29年度～】

・各水防団の分団等の配置、管
轄区域等を共有し、洪水時の
水防団間の連携・協力について
検討・調整する。
【H29年度～】

各水防団の分団等の配置、管
轄区域等を共有し、洪水時の
水防団間の連携・協力について
検討・調整する。
【H30年度～】

・各水防団の分団等の配置、管
轄区域等を共有し、洪水時の
水防団間の連携・協力について
検討・調整する。
【H29年度～】

消防団の分団等の配置、管轄
区域等を共有し、洪水時の分
団間の連携・協力について検
討・調整する。
【H29年度～】

-

-

・洪水浸水想定区域内における
大規模工場等の立地状況を確
認し、大規模工場等の浸水防
止計画の作成状況、訓練の実
施状況を確認する。
【H31年度～】

・洪水浸水想定区域内における
大規模工場等の立地状況を確
認し、大規模工場等の浸水防
止計画の作成状況、訓練の実
施状況を確認する。
【H29年度～】

ー -

-

● 洪水時の市町村庁舎
等の機能確保のための対
策の充実

〇市町村庁舎等における洪水時に想定され
る浸水被害を確認し、適切に機能を確保す
るために必要な対策(耐水化、非常用電源
等の整備等)について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

－

・市町村庁舎等における洪水時
に想定される浸水被害を確認
し、適切に機能を確保するため
に必要な対策について検討・調
整する。
【H29年度～】

・市庁舎等における洪水時に想
定される浸水被害を確認し、適
切に機能を確保するために必要
な対策について検討・調整す
る。
【H29年度～】

・市庁舎等における洪水時に想
定される浸水被害を確認し、適
切に機能を確保するために必要
な対策について検討・調整す
る。
【H29年度～】

● 大規模工場等の自衛
水防に係る取組の促進

〇洪水浸水想定区域内における大規模工
場等の立地状況を確認するとともに、市町
村地域防災計画に定められた大規模工場
等の浸水防止計画の作成状況、訓練の実
施状況を確認する。

平成29年度から
検討実施

－ －

・洪水浸水想定区域内における
大規模工場等の立地状況を確
認し、大規模工場等の浸水防
止計画の作成状況、訓練の実
施状況を確認する。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域内における
大規模工場等の立地状況を確
認し、大規模工場等の浸水防
止計画の作成状況、訓練の実
施状況を確認する。
【H29年度～】

・浸水防止計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、取
組を促すための支援策について
検討・調整する。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域内における
大規模工場等の立地状況を確
認し、大規模工場等の浸水防
止計画の作成状況、訓練の実
施状況を確認する。
【H29年度～】

-

-

平成29年度から
検討実施

－ －

・浸水防止計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、取
組を促すための支援策について
検討・調整する。
【H29年度～】

・浸水防止計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、取
組を促すための支援策について
検討・調整する。
【H29年度～】

・浸水防止計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、取
組を促すための支援策について
検討・調整する。
【H31年度～】

・浸水防止計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、取
組を促すための支援策について
検討・調整する。
【H29年度～】

-

-

・市町村庁舎等における洪水時
に想定される浸水被害を確認
し、適切に機能を確保するため
に必要な対策について検討・調
整する。
【H29年度～】

・市町村庁舎等における洪水時
に想定される浸水被害を確認
し、適切に機能を確保するため
に必要な対策について検討・調
整する。
【H29年度～】

・庁舎等における洪水時に想定
される浸水被害を確認し、適切
に機能を確保するために必要な
対策について検討・調整する。
【H29年度～】

・村役場庁舎等における洪水時
に想定される浸水被害を確認
し、適切に機能を確保するため
に必要な対策について検討・調
整する。
【H29年度～】

-

- -

・気象台は災害時気象資料
及び災害時気象支援資料
を必要に応じて発表すると
共に、これらの資料の利活
用にあたる人材を育成する
ための方策について検討・
調整する。
【H29年度～】

・複数市町村に影響があると想
定される浸水被害軽減地区の
指定予定・課題等を共有し、連
携対応を図る。
【H29年度～】

・複数市町村に影響があると想
定される浸水被害軽減地区の
指定予定・課題等を共有し、連
携対応を図る。
【H29年度～】

・複数市町村に影響があると想
定される浸水被害軽減地区の
指定予定・課題等を共有し、連
携対応を図る。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域内における
排水施設、排水資機材の配
置、運用方法、洪水時の排水
施設等の管理者間の連絡体制
等に係る情報を共有する。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域内における
運用方法、洪水時の排水施設
等の管理者間の連絡体制等に
係る情報を共有する。
【H29年度～】

・複数市町村に影響があると想
定される浸水被害軽減地区の
指定予定・課題等を共有し、連
携対応を図る。
【H29年度～】

-- -

-

-

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有する。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域内における
排水施設、排水資機材の配
置、運用方法、洪水時の排水
施設等の管理者間の連絡体制
等に係る情報を共有する。
【H31年度～】

・洪水浸水想定区域内における
排水施設、排水資機材の配
置、運用方法、洪水時の排水
施設等の管理者間の連絡体制
等に係る情報を共有する。
【H29年度～】

・適正な資器材の配置を行う。
【H29年度～】

● 排水施設、排水資機
材の運用方法の改善及び
排水施設の整備等

〇洪水浸水想定区域内における排水施設、
排水資機材の配置、運用方法等に係る情
報を共有し、洪水時の排水施設等の管理者
間の連絡体制を構築するとともに、洪水時に
円滑かつ迅速な排水を行うための排水施設
等の運用方法について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

-

-

・災害情報の共有体制を強化
するため、災害情報の共有方策
等の確認を行う。
【H29年度～】

・災害情報の共有体制を強化
するため、共有方策等の確認を
行う。
【H29年度～】

・災害情報の共有体制を強化
するため、共有方策等の確認を
行う。
【H29年度～】

-

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等について検討・調
整する。
【H29年度～】

国が実施する研修、訓練へ参
画し、災害対応の人材育成や、
自治体間の相互支援体制の強
化を図る。
【H29年度～】

● 災害情報の共有体制
の強化

〇各構成員における災害情報の共有体制
を強化するため、共有すべき災害情報や当
該情報の共有方策等について検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

・災害情報の共有体制を強化
するため、災害情報の共有方策
等の検討を行う。
【H29年度～】

・災害情報の共有体制を強化
するため、災害情報の共有方策
等の確認を行う。
【H29年度～】

・災害情報の共有体制を強化
するため、災害情報の共有方策
等の確認を行う。
【H29年度～】

・災害情報の共有体制を強化
するため、災害情報の共有方策
等の確認を行う。
【H29年度～】

● 災害時及び災害復旧
に対する支援強化

〇国が実施する研修、訓練への地方公共
団体等の参画など、災害対応にあたる人材
を育成するための方策や、地方公共団体間
の相互支援体制の強化を図るための方策に
ついて検討・調整する。

-

・複数市町村に影響があると想
定される浸水被害軽減地区の
指定予定・課題等を共有し、連
携対応を図る。
【H29年度～】

- - -

国が実施する研修、訓練へ
参画し、災害対応の人材育
成や、自治体間の相互支援
体制の強化を図る。
【H29年度～】

-

-

■ その他

- - -

・複数市町村に影響があると想
定される浸水被害軽減地区の
指定予定・課題等を共有し、連
携対応を図る。
【H29年度～】

・複数市町村に影響があると想
定される浸水被害軽減地区の
指定予定・課題等を共有し、連
携対応を図る。
【H31年度～】

・複数市町村に影響があると想
定される浸水被害軽減地区の
指定予定・課題等を共有し、連
携対応を図る。
【H29年度～】

● 浸水被害軽減地区の
指定

〇複数市町村に影響があると想定される浸
水被害軽減地区の指定にあたり、地区指定
の予定や指定に係る課題等を共有し、連携
して課題への対応を検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

平成29年度から
検討実施

国が実施する研修、訓練へ参
画し、災害対応の人材育成や、
自治体間の相互支援体制の強
化を図る。
【H29年度～】

国が実施する研修、訓練への
地方公共団体等の参画し、災
害対応の人材育成や、自治体
間の相互支援体制の強化を図
る。
【H29年度～】

国が実施する研修、訓練への
地方公共団体等の参画し、災
害対応の人材育成や、自治体
間の相互支援体制の強化を図
る。
【H29年度～】

・国が実施する研修、訓練へ参
画し、災害対応の人材育成や、
自治体間の相互支援体制の強
化を図る。
【H29年度～】

国が実施する研修、訓練への
地方公共団体等の参画し、災
害対応の人材育成や、自治体
間の相互支援体制の強化を図
る。
【H29年度～】

・国が実施する研修、訓練に参
画するなど、災害対応の人材育
成や、自治体間の相互支援体
制の強化を図る。
【H29年度～】

国が実施する研修、訓練に参
画し、災害対応の人材育成や、
自治体間の相互支援体制の強
化を図る。
【H29年度～】

・災害情報の共有体制を強化
するため、災害情報の共有方策
等の確認を行う。
【H29年度～】

- -

■ 氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する事項

ー - -

・洪水浸水想定区域内における
排水施設、排水資機材の配
置、運用方法、洪水時の排水
施設等の管理者間の連絡体制
等に係る情報を共有する。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域内における
排水施設、排水資機材の配
置、運用方法、洪水時の排水
施設等の管理者間の連絡体制
等に係る情報を共有する。
【H29年度～】

洪水浸水想定区域内における
排水施設、排水資機材の配
置、運用方法、洪水時の排水
施設等の管理者間の連絡体制
等に係る情報を共有する。
【H29年度～】

〇浸水防止計画の作成状況や訓練の実施
状況を踏まえ、それぞれの取組を促すため
の支援策について検討・調整する。

- -

-

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。
【H29年度～】

-

-

■ 市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

- - -

- -

・出水期前に重要水防箇所の
確認を行うとともに、現地にて関
係者による共同点検等の実施
する。
【継続実施】

● 災害拠点病院等の施
設管理者への情報伝達の
充実

〇洪水浸水想定区域内における災害拠点
病院等の立地状況を確認し、施設管理者
等に対する洪水時の確実な情報伝達の方
法について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

－

・洪水浸水想定区域内における
災害拠点病院等の立地状況を
確認し、施設管理者等に対する
洪水時の確実な情報伝達の方
法について検討・調整する。
【Ｈ29年度～】

・洪水浸水想定区域内における
災害拠点病院等の立地状況を
確認し、施設管理者等に対する
洪水時の確実な情報伝達の方
法について検討・調整する。
【Ｈ29年度～】

・洪水浸水想定区域内における
災害拠点病院等の立地状況を
確認し、施設管理者等に対する
洪水時の確実な情報伝達の方
法について検討・調整する。
【Ｈ29年度～】

・出水期前に重要水防箇所の
確認を行うとともに、現地にて関
係者による共同点検等の実施
する。
【継続実施】

● 重要水防箇所の確認

〇河川整備の進捗等を踏まえて、出水期前
に重要水防箇所の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検等の実施につい
て検討・調整する。

引き続き実施

- -

● 水防訓練の充実

● 水防資機材の整備等

・水防計画に基づく資機材の必
要数量を確保し、情報共有を図
る。
【継続実施】

- -



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H29年度取組内容

-

-

-

-

-

-

-

-

-

別紙③　（１／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

福島市 二本松市 伊達市
福島県

県北地方振興局
気象庁

福島地方気象台具体的取組
福島市

消防本部

１　住民の避難行動に資するための情報伝達、避難計画等に関する取組

■ 情報伝達、避難計画等に関する事項

● 洪水時等における河川
管理者等からの情報提供
等の内容及びタイミングの
確認

〇洪水時等の市町村長による避難勧告等
発令の判断を支援するため、洪水時等に気
象台や河川管理者等から市町村に提供す
る気象情報、河川情報及び土砂災害警戒
情報の内容及び提供するタイミングを確認
する。

平成29年度から
順次実施

・水位周知河川（松川）及び
土砂災害警戒情報について、
H29.6までに確認した。

伊達地方
消防組合
消防本部

安達地方
広域行政組合

消防本部

福島県
県北建設事務所

本宮市 国見町 川俣町 桑折町 大玉村

-

・指定済みの水位周知河川
（松川）及び土砂災害警戒情
報について、H29.6月までに確
認した。

-

・避難勧告の発令判断の目
安となる氾濫危険情報の発
表等を建設事務所と気象台
で共同で実施する。
・「警報級の可能性」(H29.5)
「危険度を色分けした時系
列」(H29.7)の提供を開始し
た。】

〇直接市町村長等に気象情報、河川情報
及び土砂災害警戒情報を伝達するホットラ
インの構築状況を確認する。

平成29年度から
順次実施

・水位周知河川（松川）に係る
河川情報及び土砂災害警戒
情報を伝達するホットラインの
構築状況を確認し、H29.6月
から運用を開始した。

・直接市町村長等に河川情
報及び土砂災害警戒情報を
伝達するホットラインの構築状
況を確認し、運用を開始す
る。気象情報については、継
続実施する。

土砂災害警戒情報を伝達す
るホットラインの構築状況を確
認した。

関係機関と協議して、内容及
び提供するタイミングえお確認
する。

-

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気象
情報、河川情報及び土砂災
害警戒情報の内容及び提供
されるタイミングについて確認
する。

関係機関と協議して、内容及
び提供するタイミングえお確認
する。

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気象
情報、河川情報及び土砂災
害警戒情報の内容及び提供
されるタイミングについて確認
する。

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気象
情報、河川情報及び土砂災
害警戒情報の内容及び提供
されるタイミングについて確認
する。

気象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及び
提供するタイミングを確認す
る。

・土砂災害警戒情報の内容
及び提供タイミングを確認す
る。

-

--

・直接市町村長等に気象情
報を伝達するホットラインの構
築状況を確認し(H29.6)、連
絡体制を確立した。

● 避難勧告等の発令対
象区域、発令判断基準等
の確認

〇｢避難勧告等に関するガイドライン｣(平成
29年1月、内閣府(防災担当))を参考に、市
町村が定めた洪水時等における避難勧告
等の発令対象区域、発令判断基準等の確
認を行う。

平成29年度から
順次実施

・H29.8に避難勧告等の発令
基準等等について県との意見
交換を行った。

・洪水時等における避難勧告
等の発令対象区域、発令判
断基準等の確認を行う。

ガイドラインを参考に避難勧告
等の発令対象区域、発令判
断基準等の確認する。

ガイドラインを参考に避難勧告
等の発令対象区域、発令判
断基準等の確認する。

- -

・指定済みの水位周知河川
（松川）に係る河川情報及び
土砂災害警戒情報を伝達す
るホットラインの構築状況を確
認し、H29.6月から運用を開
始した。

・直接市町村長等に河川情
報及び土砂災害警戒情報を
伝達するホットラインの構築状
況を確認し、運用を開始す
る。気象情報については、継
続実施する。

土砂災害警戒情報を伝達す
るホットラインの構築状況を確
認し運用を開始した。

ホットラインの構築状況を確
認する。

・土砂災害警戒情報を伝達
するホットラインの構築状況を
確認する。

土砂災害警戒情報を伝達す
るホットラインの構築状況を確
認する。

・避難判断及び配備基準への
気象情報の利活用に関する
助言等支援を行う。

〇市町村が定めた避難勧告発令等の発令
判断基準等を踏まえて、防災行動と河川管
理者及び市町村等その実施主体を時系列
で整理する｢水害対応タイムライン｣を作成す
るとともに、その運用状況を確認する。

平成29年度から
順次実施

・タイムライン作成に向け、内
部作業を開始した。

・｢水害対応タイムライン｣を作
成に向け検討する。

先行事例を参考に検討する。

- -

・H29.8～9月に各市町村防
災担当への個別説明を実施
した。

-

・県による個別説明の実施。 洪水時等における避難勧告
等の発令対象区域、発令判
断基準等の確認を行う。

・県担当者と避難勧告の発令
基準等について確認する。

・洪水時等における避難勧告
等の発令対象区域、発令判
断基準等の確認を行う。

・市町村の｢水害対応タイムラ
イン｣の作成に向けた支援を
行う。

〇避難勧告等の発令判断基準の目安とな
る基準水位（氾濫危険水位、避難判断水
位）の見直しの予定を共有し、その進捗状況
について確認する。

引き続き実施

・松川の基準水位見直しを確
認した。

・基準水位（氾濫危険水位、
避難判断水位）の見直しの進
捗状況及び今後の予定につ
いて確認する。

・水害対応タイムライン作成に
向け、松川におけるタイムライ
ン作成状況を確認する。

・｢水害対応タイムライン｣の作
成について検討する。

・基準水位（氾濫危険水位、
避難判断水位）の見直しを継
続実施し、進捗状況及び今
後の予定について情報共有を
図る。
・松川の基準水位見直しを実
施した。
・新たに水位周知河川に指定
する大森川、安達太良川の
基準水位設定を行う。

- -

・｢水害対応タイムライン｣を作
成に向け検討する。

・｢水害対応タイムライン｣を作
成に向け検討し、作成後、運
用状況を確認し、必要な場合
は、フォローアップを行う。 - - -

・松川の｢水害対応タイムライ
ン｣の作成に向けた支援を行
う。

-

-

-

・簡易な方法による水害危険
性を周知する河川及び当該
河川における情報提供の方
法について、関係市町村と検
討・調整を行う。

- -

〇水位周知河川等の指定を行う河川につい
て検討・調整するとともに、その進捗状況に
ついて確認する。

平成29年度から
順次実施

- -

関係機関と協議して、検討す
る。

・基準水位（氾濫危険水位、
避難判断水位）の見直しの進
捗状況及び今後の予定につ
いて確認する。

・基準水位（氾濫危険水位、
避難判断水位）の見直しの進
捗状況及び今後の予定につ
いて確認する。

避難勧告等の発令判断基準
の目安となる基準水位（氾濫
危険水位、避難判断水位）の
見直しの予定を共有する。

・基準水位（氾濫危険水位、
避難判断水位）の見直し等の
進捗状況及び今後の予定に
ついて情報共有を図る。

関係機関と協議して、検討す
る。

-

・簡易な方法による水害危険
性を周知する河川及び当該
河川における情報提供の方
法について、県と検討・調整を
行う。

・簡易な方法による水害危険
性を周知する河川及び当該
河川における情報提供の方
法について、関係機関と検討
する。

・H29年７月に大雨特別警報
の改善を行った。引き続き情
報の発信・改善を実施する。

- -

・河川流域総合情報システム
(福島県提供サイト)により、河
川水位、雨量情報等の発信
を継続実施する。 -

・防災行政無線やyahoo!防災
速報の活用により、住民への
周知を図る。

- -

〇｢地域の水害危険性の周知に関するガイド
ライン｣(平成29年3月、国土交通省水管理・
国土保全局河川環境課）を参考に、簡易な
方法による水害危険性の周知を行う河川及
び当該河川における情報提供の方法につい
て検討・調整するとともに、その進捗状況に
ついて確認する。

平成29年度から
順次実施

・簡易な方法による水害危険
性を周知する河川及び当該
河川における情報提供の方
法について、今後県と調整を
行う。

・簡易な方法による水害危険
性を周知する河川及び当該
河川における情報提供の方
法について、関係機関と検
討・調整を行う。

・簡易な方法による水害危険
性を周知する河川及び当該
河川における情報提供の方
法について、関係機関と検
討・調整を行う。

・簡易な方法による水害危険
性の周知を行う河川及び当
該河川における情報提供の
方法について検討・調整する
とともに、その進捗状況につい
て確認する。

・簡易な方法による水害危険
性を周知する河川及び当該
河川における情報提供の方
法について、関係機関と検
討・調整を図り、その進捗状
況を確認する。

- -

・新たに水位周知河川の指定
を行う大森川、安達太良川に
ついて、関係市町村と検討・
調整を行う。

・水位周知河川等の指定を行
う河川について検討・調整す
るとともに、その進捗状況につ
いて確認する。

新たに水位周知河川等の指
定を行う河川について、関係
機関と検討・調整を図り、その
進捗状況を確認する。 -

・水位周知河川の指定等の
進捗状況及び今後の予定に
ついて情報共有を図る。

・安達太良川について、関係
機関と検討・調整を図り、その
進捗状況を確認する。

-

- -

広報誌やHP等で住民等へ周
知をする。

・本宮市ウェブサイト（防災情
報）に｢川の防災情報(国土交
通省提供サイト)｣や、河川流
域総合情報システム(福島県
提供サイト)等のリンク貼り付け
や市広報誌へ掲載し周知を
図る。

ＨＰ等で住民等へのリアルタイ
ム情報の周知を図る。

-

・町ウェブサイトに｢川の防災情
報(国土交通省提供サイト)｣
や、河川ライブカメラ情報を掲
載し周知を図る。

・大玉村ホームページに｢川の
防災情報(国土交通省提供
サイト)｣や、河川流域総合情
報システム(福島県提供サイ
ト)等のバナー掲載を検討す
る。

〇｢川の防災情報(国土交通省提供サイト)｣
や、河川流域総合情報システム(福島県提
供サイト)等、国と県が有している河川水位や
ＣＣＴＶカメラ等のリアルタイム情報の住民等
への周知方法について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・市防災ウェブサイトに「川の
防災情報」や「河川流域総合
情報システム」の添付や市政
だよりへの掲載を検討する。

- -

・気象台と連携して利活用の
促進を図る。
【H29年度～】

-

〇緊急速報メールの活用等、住民等に対す
る洪水情報や避難情報等の適切かつ確実
な伝達体制・方法について、検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

緊急速報メール、登録制メー
ル、SNS、コミュニティFM等を
活用した住民への周知を継
続実施する。

・二本松市ウェブサイト（防災
情報）や市広報紙へ掲載し、
住民への周知を図る。

同報系防災無線や緊急速報
メールを活用して、住民への
周知を図る。

・防災行政無線や緊急速報
メール、コミュニティFM等を活
用した住民への周知を継続
実施する。 -

・防災行政無線や緊急速報
メール等の活用により、住民
への周知を図る。

・住民への周知を図るため、
防災行政無線の活用方法を
検討する。

- -

・松川の想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域図等
の水害リスク情報を作成し、
福島市へ提供する。

-
● 隣接市町村等への広
域避難体制の構築

〇各市町村において洪水浸水想定区域図
等の水害リスク情報を踏まえて避難場所及
び避難経路を検討し、当該市町村内の避難
場所だけで避難者を収容できない場合等
は、隣接市町村等における避難場所の設定
や洪水時の連絡体制等について検討・調整
する。

平成29年度から
検討実施

・県により松川の想定最大規
模降雨による洪水浸水想定
区域図等の情報が修正され
たことから、対象地域へ説明
を行い、避難所等の指定変
更を検討する。

・市町村内の避難場所による
避難者の収容人数を再確認
する。

・市町村内の避難場所による
避難者の収容人数を再確認
する。

・洪水浸水想定区域図等の
水害リスク情報を踏まえて避
難場所及び避難経路を検討
し、市内の避難場所だけで避
難者を収容できない場合等
は、隣接市町村等における避
難場所の設定や洪水時の連
絡体制等について検討・調整
する。

・町内の避難場所による避難
者の収容の可否を再確認し、
収容困難な場合は、隣接市
町村等における避難場所の
設定や洪水時の連絡体制等
について検討・調整する。

・作成に必要な情報の提供及
び支援を実施する。

-

・町内の避難場所による避難
者の収容の可否を再確認し、
収容困難な場合は、隣接市
町村等における避難場所の
設定や洪水時の連絡体制等
について検討・調整する。

・村内の避難場所による避難
者の収容の可否を再確認す
る。

・H29.8～9月に各市町村防
災担当への個別説明を実施
した。

- -

〇避難確保計画の作成状況や訓練の実施
状況を踏まえ、それぞれの取組を促すため
の支援策について検討・調整する。また、施
設職員だけで対応するのが難しい場合の地
域の支援体制について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏まえ、
それぞれの取組を促すための
支援策について検討する。

避難確保計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、そ
れぞれの取組を促すための支
援策について検討する。

避難確保計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、そ
れぞれの取組を促すための支
援策について検討する。

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏まえ、
それぞれの取組を促すための
支援策について検討する。

- -

市町村地域防災計画に定め
られた要配慮者利用施設の
避難確保計画の作成状況、
訓練の実施状況を確認を行
う。

・洪水浸水想定区域や土砂
災害警戒区域内における要
配慮者利用施設の立地状況
を確認するとともに、市地域防
災計画に定められた要配慮
者利用施設の避難確保計画
の作成状況、訓練の実施状
況を確認する。

・県による個別説明の実施。 要配慮者利用施設の避難確
保計画の作成状況、訓練の
実施状況を確認する。

・県担当者と土砂災害警戒区
域内における要配慮者利用
施設の立地状況を確認すると
ともに、避難確保計画の作成
状況、訓練の実施状況を確
認する。

・土砂災害警戒区域内におけ
る要配慮者利用施設の立地
状況を確認する。〇洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域

内における要配慮者利用施設の立地状況
を確認するとともに、市町村地域防災計画
に定められた要配慮者利用施設の避難確
保計画の作成状況、訓練の実施状況を確
認する。

引き続き実施

・H29.8に要配慮者利用施設
の取り扱いについて県との意
見交換を行った。

・福島県等関係機関と連携し
て、避難確保計画等作成や
避難訓練等のシナリオ策定、
訓練用の情報提供等に必要
な支援を行う。

● 洪水警報の危険度分
布等の提供及び気象情報
発信時の「警報級の可能
性」や「危険度を色分けし
た時系列」等の発表・改善

〇警報等の解説・見える化により、気象情報
発信時の情報入手のし易さをサポートする。

平成29年度から
順次実施

- - - - -

- -

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏まえ、
それぞれの取組を促すための
支援策について検討・調整す
る。

-

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏まえ、
それぞれの取組を促すための
支援策について検討・調整す
る。

避難確保計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏まえ、そ
れぞれの取組を促すための支
援策について検討・調整す
る。

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏まえ、
それぞれの取組を促すための
支援策について検討・調整す
る。

・必要な体制について検討す
る。

● 要配慮者利用施設等
における避難計画等の作
成・訓練に対する支援

・洪水浸水想定区域や土砂
災害警戒区域内における要
配慮者利用施設の立地状況
を確認する。

- - - -

・H29年5月警報急の可能性
等を提供、H29年7月、洪水
警報の危険度分布等の提供
を開始し、情報の改善を実施
した。

- - - -

・洪水警報・大雨（浸水）警報
の危険度分布（H29.7)及び危
険度を色分けした時系列
（H29.5)を発表し、これらのら
の利活用を図る。

〇洪水警報・大雨（浸水）警報の危険度分
布及び流域雨量指数の予測値の利活用推
進を図る。

平成29年度から
順次実施

- - - - - - - - - - - - -

・H29.7から提供を開始した、
洪水警報・大雨（浸水）警報
の危険度分布及び流域雨量
指数の予測値の利活用推進
を図る。

-

・二本松市ウェブサイト（防災
情報）に｢川の防災情報(国土
交通省提供サイト)｣や、河川
流域総合情報システム(福島
県提供サイト)等のリンク貼り付
けや市広報誌へ掲載し周知
を図る。

・河川流域総合情報システム
（福島県提供サイト）のスマー
トフォン用サイトを整備し、住
民等へのリアルタイム情報の
周知を図る。

-

- - -

● 水害危険性（浸水想定
及び河川水位等の情報）
の周知

〇気象庁HP等を活用した情報提供と利活
用について促進を図る。

引き続き実施 - - - - - -

・大森川が新たに水位周知河
川となるとのことから、今後、
県と詳細について確認する。

新たに水位周知河川等の指
定を行う河川について、関係
機関と検討・調整を図り、その
進捗状況を確認する。

今後、水位周知河川について
関係機関と協議・検討する。

● 情報通信技術等を活
用した住民等へ適切かつ
確実に情報伝達する体制
や方法の改善・充実

資料２－２ 別紙③



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H29年度取組内容

福島市
消防本部

-

-

-

-

-

２　水防災意識の再構築に向けた平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

■ 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

● 想定最大規模降雨に
係る洪水浸水想定区域図
等の共有

〇国又は県による想定最大規模降雨に係る
洪水浸水想定区域図等の作成・公表の予
定を共有する。また、洪水浸水想定区域図
が作成された場合は当該洪水浸水想定区
域図を共有する（なお、共有された洪水浸
水想定区域図については、土地利用や都市
計画の検討等においても広く活用されるよう
各構成員において確認する。）。

引き続き実施

松川の想定際規模降雨によ
る洪水浸水想定区域図を共
有する。

-

・松川の想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域図を
作成し、公表する。

-

・指定河川洪水予報実施河
川の想定最大規模降雨によ
る洪水浸水想定区域図の公
表に合わせて、洪水警報等の
見直しを検討する。それ以外
の河川については、情報を共
有する。

・水位周知河川等が新たに設
定されることから、想定最大
規模降雨による洪水浸水想
定区域図等の作成について
検討する。

-

・県管理河川のうち、水位周
知河川等について、想定最大
規模降雨による洪水浸水想
定区域図等の作成・公表の
予定を共有する。また、洪水
浸水想定区域図が作成され
た場合は当該区域図を共有
する。

洪水浸水想定区域図が作成
された場合は当該洪水浸水
想定区域図を共有する。

・県管理河川における想定最
大規模降雨に係る洪水浸水
想定区域図等の作成・公表
の予定を確認する。また、洪
水浸水想定区域図が作成さ
れた場合は、土地利用や都
市計画の検討等においても広
く活用されるよう当該区域図
を共有する。

洪水浸水想定区域図等の作
成された場合は当該洪水浸
水想定区域図を共有する。

別紙③　（２／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

福島市 二本松市 伊達市
福島県

県北地方振興局
気象庁

福島地方気象台具体的取組

伊達地方
消防組合
消防本部

安達地方
広域行政組合

消防本部

福島県
県北建設事務所

本宮市 国見町 川俣町 桑折町 大玉村

国又は県による想定最大規
模降雨に係る洪水浸水想定
区域図等の作成・公表の予
定を共有する。

・想定最大規模降雨に係る洪
水浸水想定区域図等の作
成・公表の予定及び進捗状
況を共有する。

・松川の想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域図の
作成後、洪水ハザードマップ
の作成に必要な情報を福島
市へ提供し、公表予定を共有
する。

- -

〇｢水害ハザードマップ作成の手引き｣(平成
28年4月、国土交通省水管理・国土保全局
河川環境課水防企画室)等を参考に、洪水
ハザードマップの住民への効果的な周知方
法や、先進事例を踏まえたわかりやすい洪
水ハザードマップへの改良について検討・調
整する。

平成29年度から
検討実施

水害ハザードマップ作成の手
引きにより、既ハザードマップ
の改良中。

・洪水ハザードマップの住民へ
の効果的な周知方法や、先
進事例を踏まえたわかりやす
い洪水ハザードマップへの改
良について検討する。

県による想定最大規模降雨
に係る洪水浸水想定区域図
等が作成された際に検討す
る。

・洪水ハザードマップの住民へ
の効果的な周知方法や、先
進事例を踏まえたわかりやす
い洪水ハザードマップへの改
良について検討・調整する。

- -

市内の河川で想定最大規模
降雨による洪水浸水想定区
域図が作成された場合は共
有する。

・想定最大規模降雨に係る洪
水浸水想定区域図を踏まえ
た洪水ハザードマップの作成・
公表の予定を共有する。ま
た、洪水ハザードマップが作
成された場合は、当該洪水ハ
ザードマップを共有する。

平成29年3月に「国見町防災
マップ」を作成し、全世帯に配
布済み。【H29.3.】

-

・想定最大規模降雨に係る洪
水浸水想定区域図の作成・
公表の予定及び進捗状況を
共有する。

・想定最大規模降雨による洪
水浸水想定区域図を踏まえ
た洪水ハザードマップの作成・
公表の予定を共有する。ま
た、洪水ハザードマップが作
成された場合は、当該洪水ハ
ザードマップを共有する。

-- - - --

・洪水ハザードマップの住民へ
の効果的な周知方法や、先
進事例を踏まえたわかりやす
い洪水ハザードマップへの改
良について検討・調整する。

・洪水ハザードマップの住民へ
の効果的な周知方法や、先
進事例を踏まえたわかりやす
い洪水ハザードマップの作成
について検討・調整する。

● 洪水ハザードマップの
作成・改良と周知

平成29年度から
順次実施

松川の想定際規模降雨によ
る洪水浸水想定区域図を共
有し、洪水ハザードマップ作成
準備をするとともに、公表予定
を共有する。

・想定最大規模降雨による洪
水浸水想定区域図を踏まえ
た洪水ハザードマップの作成・
公表の予定を共有する。

- -

〇想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定
区域図を踏まえた洪水ハザードマップの作
成・公表の予定を共有する。また、洪水ハ
ザードマップが作成された場合は、当該洪水
ハザードマップを共有する。

● まるごとまちごとハザー
ドマップの促進

〇各構成員による｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における想定浸水深や避
難場所等に係る看板等の掲示)の取組状況
を共有するとともに、｢まるごとまちごとハザー
ドマップ実施の手引き｣(平成29年6月、国土
交通省水管理・国土保全局河川環境課水
防企画室）等を参考に、取組の推進につい
て検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

まるごとまちごとハザードマップ
の取り組み状況を共有する。

・｢まるごとまちごとハザードマッ
プ｣(生活空間における想定浸
水深や避難場所等に係る看
板等の掲示)の取組状況を共
有し、取組の推進について検
討する。

まるごとまちごとハザードマップ
実施の手引きを参考に、取り
組みについて、検討する。

・｢まるごとまちごとハザードマッ
プ実施の手引き｣等を参考
に、取組の推進について検
討・調整する。

・｢まるごとまちごとハザードマッ
プ｣の取組状況を共有する。

・洪水ハザードマップの住民へ
の効果的な周知方法や、先
進事例を踏まえたわかりやす
い洪水ハザードマップへの改
良について検討・調整する。

・｢まるごとまちごとハザードマッ
プ｣の取組状況を共有する。

- --

・｢まるごとまちごとハザードマッ
プ｣(生活空間における想定浸
水深や避難場所等に係る看
板等の掲示)の取組状況を共
有し、取組の推進について検
討・調整する。

・｢まるごとまちごとハザードマッ
プ｣(生活空間における想定浸
水深や避難場所等に係る看
板等の掲示)の作成について
検討・調整する。

- -

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有する。

〇住民の水防災意識を高め、地域防災力
向上のための自主防災組織の充実を図る。

平成29年度から
検討実施

自主防災組織の実態把握の
ためアンケートを実施した。

自主防災組織が設立してい
ない自治組織に情報提供等
を行い、結成を促す。

自主防災組織が設立してい
ない自治組織に情報提供等
を行い、結成を促す。

・住民の水防災意識を高め、
地域防災力向上のための自
主防災組織の充実を図る。

- -

住民等や多様な関係機関が
連携した避難訓練を検討す
る。

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、住
民等や多様な関係機関が連
携した避難訓練を検討・調整
する。

・各地区に防災訓練を実施し
様々な訓練を実施した。

-

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、住
民等や多様な関係機関が連
携した避難訓練を検討・調整
する。

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有する。村防災訓
練へ向け、検討・調整する。〇各市町村等による避難訓練の実施状況

や実施予定を共有するとともに、住民等や
多様な関係機関が連携した避難訓練を検
討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・H29年度は、県、市合同で
県総合防災訓練を実施し、住
民や関係機関等と連携した訓
練を行った。

- -

● 防災教育の促進

〇防災教育に関する指導計画作成への支
援など、小学校等の先生による防災教育の
実施を拡大する方策等に関する取組につい
て検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・防災教育に関する指導計画
作成などについて県と情報共
有を図り、方策等を今後検討
する。

関係機関等と検討する。 関係機関等と検討する。 ・防災教育に関する指導計画
作成への支援など、小学校等
の先生による防災教育の実施
を拡大する方策等に関する取
組について検討・調整する。

8月（夏休み期間中）に「キッ
ズ防災教室」を実施。

- - - -

・自主防災組織と連携して、
住民の水防災意識を高め、
地域防災力の向上を図る。

-

・自主防災組織と連携して、
住民の水防災意識を高め、
地域防災力の向上を図る。

・自主防災組織と連携して、
住民の水防災意識を高め、
地域防災力の向上を図る。

● 住民、関係機関が連携
した避難訓練等の充実

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、住
民等や多様な関係機関が連
携した避難訓練を検討する。

関係機関等と検討する。 関係機関等と検討する。

- -

・国の支援により作成した指導
計画について市町村と情報共
有を図る。

-

・国土交通省・国土地理院・
気象庁の連携による学校防
災教育への取り組みを実施す
る。-

・小学校等の先生による防災
教育の実施を拡大する方策
等に関する取組について検
討・調整する。

・小学校等による防災教育の
方策等について検討・調整す
る。

-

・H29年5月に日本赤十字社
と連携し、教員を対象とした気
象庁ワークショップを開催し
た。

-

-

■ 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

● 危機管理型水位計、
河川監視用カメラの整備

〇危機管理型水位計(※)の配置計画を検
討・調整する。
※危機管理型水位計：現在、国土交通省の
プロジェクトにおいて開発を進めている、低コ
ストで導入が容易なクラウド型・メンテナンス
フリー水位計。

平成29年度から
検討実施

危機管理型水位計の設置計
画について、関係機関と検
討・調整をする。

・危機管理型水位計（簡易水
位計）の新規設置について、
検討する。

・水位計未設置河川をはじめ
とした危機管理型水位計（簡
易水位計）の新規設置計画に
ついて、関係機関と検討・調
整を図る。

- -

・「豪雨から子どもの命を守る
出前講座事業」を継続実施
する。

・出前講座等を活用し、水防
災等に関する説明会を実施
する。

・教育委員会と連携し、小学
校総合学習授業での水防災
教育の取組の実施について
検討する。

-

・教育委員会と連携し、小学
校総合学習授業での水防災
教育の取組の実施について
検討する。

・教育委員会と連携し、小学
校総合学習授業での水防災
教育について検討する。〇小中学校等における水防災教育を実施

する。
〇出前講座等を活用し、水防災等に関する
説明会を実施する。

引き続き実施

洪水ハザードマップ出前講座
を継続実施中

- -

〇河川監視用カメラの配置計画(設置目的
に応じた性能最適化・集約化等を含む)を検
討・調整する。

平成29年度から
検討実施

河川監視用カメラの設置計画
について、関係機関と検討・
調整をする。

- -

・水位計未設置河川をはじめ
とした危機管理型水位計（簡
易水位計）の新規設置計画に
ついて、関係市町村と検討・
調整を図る。

・危機管理型水位計の配置
計画を検討・調整する。

・水位計未設置河川をはじめ
とした危機管理型水位計（簡
易水位計）の新規設置計画に
ついて、県とと検討・調整を図
る。 -

・水位計未設置河川をはじめ
とした危機管理型水位計（簡
易水位計）の新規設置計画に
ついて、県とと検討・調整を図
る。

・危機管理型水位計（簡易水
位計）の新規設置について、
検討する。

-

- --

・河川監視用カメラの配置計
画について、関係市町村と検
討・調整を図る。

・河川監視用カメラの配置計
画について、検討する。

・河川監視用カメラの配置計
画について、検討する。

・河川監視用カメラの配置計
画について、関係機関と検
討・調整を図る。

・河川監視用カメラの配置計
画を検討・調整する。

・河川監視用カメラの配置計
画について、関係市町村と検
討・調整を図る。

- - -

・河川監視用カメラの配置計
画について、関係市町村と検
討・調整を図る。

〇避難場所、避難経路の整備に係る情報を
共有するとともに、避難場所、避難経路の整
備にあたっては、近隣工事等の発生土砂を
有効活用するなど、事業連携による効率的
な整備となるよう検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・避難経路等の整備につい
て、今後検討する。

避難場所、避難経路の整備
に係る情報を共有する

避難場所、避難経路の整備
に係る情報を共有する

- - -- - -

・避難場所、避難経路の整備
について検討・調整する。

・必要に応じて検討・調整す
る。

-

・避難場所、避難経路の整備
に係る情報を共有するととも
に、効率的な整備となるよう
検討・調整する。

・避難場所、避難経路の情報
を共有するよう検討・調整す
る。

● 避難場所、避難経路の
整備



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H29年度取組内容

福島県水防訓練に参加した。 ・引き続き、関係機関が連携
した水防訓練等を実施する。

・関係機関と連携し、H29.6月
に伊達市で開催された福島
県水防訓練に参加した。

・関係機関が連携した水防実
働訓練等を実施する。

・引き続き、水防団を中心に
連携した水防訓練等を実施
する。

関係機関が連携した水防実
働訓練等を実施する。

・関係機関と連携し、水防訓
練を実施する。

・村防災訓練内での水防訓練
等実施を検討する。

- - -

・関係機関と連携し、H29.6月
に福島県水防訓練を実施し
た。 -

・関係機関と連携した情報伝
達訓練への支援を行う。

水防技術講習会参加につい
て検討する。

・引き続き、水防技術講習会
へ参加する。

水防技術講習会の参加を検
討する。

・県と市町村職員等を対象に
した水防技術講習会へ参加
する。

・引き続き、水防技術講習会
に参加する。

県と市町村職員等を対象に
水防技術講習会を実施する。

・水防技術講習会に参加す
る。

・水防技術講習会への参加を
検討する。

- - -

・H29.6月に管内消防団を対
象として水防技術講習会を実
施した。 - -

首長も参加した実践的な情報
伝達君れの定期的な実施検
討する。

・水防団等への連絡体制の確
認と首長も参加した実践的な
情報伝達訓練を検討・実施
する。

首長も参加した実践的な情報
伝達訓練の定期的な実施を
検討する。

・水防団等への連絡体制の確
認と首長も参加した実践的な
情報伝達訓練を実施する。

・水防団等への連絡体制の確
認と首長も参加した実践的な
情報伝達訓練を検討・実施
する。

水防団等への連絡体制の確
認と首長も参加した実践的な
情報伝達訓練を実施する。

・首長も参加した実践的な情
報伝達訓練の定期的な実施
を検討する。

・消防団への連絡体制の確認
とを実施する。

- - -

・首長も参加した実践的な情
報伝達訓練の定期的な実施
を検討する。

-

・市町村や関係機関等の要
請により、情報提供等の訓練
への支援を実施する。

-

-

別紙③　（３／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

福島市
安達地方

広域行政組合
消防本部

福島県
県北建設事務所

福島県
県北地方振興局

気象庁
福島地方気象台具体的取組

３　地域防災力向上のための水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

大玉村
伊達地方
消防組合
消防本部

二本松市 伊達市 本宮市 国見町 川俣町 桑折町
福島市

消防本部

■ 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

● 重要水防箇所の確認

〇河川整備の進捗等を踏まえて、出水期前
に重要水防箇所の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検等の実施につい
て検討・調整する。

引き続き実施

出水期前に関係者と重要水
防箇所の合同点検を行った。

・出水期前に重要水防箇所の
確認を行うとともに、現地にて
関係者による共同点検等の
実施する。

出水期前に重要水防箇所の
確認を行うとともに、現地にて
関係者による共同点検等の
実施について検討・調整す
る。

・河川整備の進捗等を踏まえ
て、国や県と共に、出水期前
に重要水防箇所の確認を行う
とともに、現地にて関係者によ
る共同点検等を実施する。

・毎年８月に福島河川国道事
務所で実施している重要水防
箇所合同パトロールへの参加
をを継続する。 - -

・出水期前に重要水防箇所の
確認及び共同点検を実施し
た。

- -

出水期前に重要水防箇所の
確認を行うとともに、現地にて
関係者による共同点検等の
実施について検討・調整す
る。

・出水期前に重要水防箇所の
確認及び共同点検を実施す
る。

・出水期前に関係者と共同点
検を実施する。

-

・水防計画に基づく資機材の
必要数量を確保し、洪水時の
資材提供等について情報共
有を図った。

- -- -

出水期前に重要水防箇所の
確認を行うとともに各構成員
が保有する水防資機材の配
置について共有した。

・各構成員が保有する水防資
機材の配置について共有する
とともに、水防資機材の整備
や洪水時の相互応援につい
て検討・調整する。

・随時、水防団と連携し水防
活動に必要な資機材の状況
の確認、必要数の整備と確保
を行う。

各構成員が保有する水防資
機材の配置について共有す
る。

・水防計画に基づく資機材の
必要数量を確保し、洪水時の
資材提供等について情報共
有を図る。

・消防団と連携し、資器材の
必要数量を確保する。

-● 水防資機材の整備等

・水防計画に基づく資機材の
必要数量を確保し、情報共有
を図る。

● 水防訓練の充実

〇毎年、関係機関が連携した水防実働訓
練等を実施する。

引き続き実施

〇県と市町村職員等を対象に水防技術講
習会を実施する。

引き続き実施

〇水防団等への連絡体制の確認と首長も
参加した実践的な情報伝達訓練を実施す
る。

引き続き実施

〇多様な関係機関、住民等の参加等による
実践的な水防訓練について検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

住民参加による水防訓練につ
いて検討する。

住民参加による水防訓練につ
いて検討する。

〇各構成員が保有する水防資機材の配置
について共有するとともに、水防資機材の整
備や洪水時の相互応援について検討・調整
する。

引き続き実施

水防計画に基づく資機材が確
保されているか確認した。

-

・H29年9月にお天気フェアの
広報行事における水防災に関
する防災気象情報の活用に
関するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布を実
施した。
・H29年11月に防災気象講
演会を開催し、広報活動を実
施する。

- --

・県との連携よる実践的な水
防訓練について検討・調整す
る。

村防災訓練実施時に住民等
の参加等による実践的な水
防訓練について検討する。 -

・市町村との連携よる実践的
な水防訓練について検討・調
整する。

・水防(水防団員の募集、自
主防災組織、企業等の参画
等)に関する広報の取組状況
や取組予定等を共有する。ま
た、先進事例の情報を入手
し、共有を図る。

-

-

関係機関との連携よる実践的
な水防訓練について検討・調
整する。

・多様な関係機関、住民等の
参加等による実践的な水防
訓練について検討・調整す
る。

・住民等の参加等による実践
的な水防訓練について検討・
調整する。
【H29年度～】

● 水防に関する広報の充
実

〇各構成員の水防(水防団員の募集、自主
防災組織、企業等の参画等)に関する広報
の取組状況や取組予定等を共有し、先進事
例を踏まえた広報の充実について検討・調
整する。

平成29年度から
検討実施

水防に関する広報の取組状
況や取組予定を共有する。ま
た、先進事例の情報を入手
し、共有する。

・水防(消防団員の募集、自
主防災組織、企業等の参画
等)に関する広報等の充実に
ついて検討する。

-

今後検討する。 消防団の分団等の配置、管
轄区域等を再確認し、分団間
の連携・協力について検討す
る。

各水防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水時
の水防団間の連携・協力につ
いて検討・調整する。

- -

先進事例を踏まえた広報の
充実について検討・調整す
る。

・各関係機関の水防(水防団
員の募集、自主防災組織、企
業等の参画等)に関する広報
の取組状況や取組予定等を
共有し、先進事例を踏まえた
広報の充実について検討・調
整する。

・水防(水防団員の募集、自
主防災組織、企業等の参画
等)に関する広報の取組状況
や取組予定等を共有し、先進
事例を踏まえた広報の充実に
ついて検討・調整する。 -

・水防(水防団員の募集、自
主防災組織、企業等の参画
等)に関する広報の取組状況
や取組予定等を共有する。ま
た、先進事例の情報を入手
し、共有を図る。

・水防(消防団員の募集、自
主防災組織、企業等の参画
等)に関する広報等の充実に
ついて検討する。

- - -

■ 市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

● 災害拠点病院等の施
設管理者への情報伝達の
充実

〇洪水浸水想定区域内における災害拠点
病院等の立地状況を確認し、施設管理者
等に対する洪水時の確実な情報伝達の方
法について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・災害拠点病院等の立地状
況を今後確認していく。

-

洪水浸水想定区域内におけ
る災害拠点病院等の立地状
況を確認し、施設管理者等に
対する洪水時の確実な情報
伝達の方法について検討・調
整する。

- - -

・各水防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水時
の水防団間の連携・協力につ
いて検討・調整する。

・各水防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水時
の水防団間の連携・協力につ
いて検討・調整する。 -

・各水防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水時
の水防団間の連携・協力につ
いて検討・調整する。

消防団の分団間の連携・協
力について再確認する。

- -- -

● 水防団間での連携、協
力に関する検討

〇大規模な氾濫に対してより広域的、効率
的な水防活動が実施できるよう、各水防団
の分団等の配置、管轄区域等を共有し、洪
水時の水防団間の連携・協力について検
討・調整する。

平成29年度から
検討実施

● 洪水時の市町村庁舎
等の機能確保のための対
策の充実

〇市町村庁舎等における洪水時に想定され
る浸水被害を確認し、適切に機能を確保す
るために必要な対策(耐水化、非常用電源
等の整備等)について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・本庁舎、支所、指定避難所
等の適切な機能確保につい
て、今後確認していく。

-

市町村庁舎等における洪水
時に想定される浸水被害を確
認し、適切に機能を確保する
ために必要な対策(耐水化、
非常用電源等の整備等)につ
いて検討・調整する。

・市庁舎等における洪水時に
想定される浸水被害を確認
し、適切に機能を確保するた
めに必要な対策(耐水化、非
常用電源等の整備等)につい
て検討・調整する。

-

・洪水浸水想定区域内におけ
る災害拠点病院等の立地状
況を確認し、施設管理者等に
対する洪水時の確実な情報
伝達の方法について検討・調
整する。

・洪水浸水想定区域内におけ
る災害拠点病院等の立地状
況を確認し、施設管理者等に
対する洪水時の確実な情報
伝達の方法について検討・調
整する。 -

・洪水浸水想定区域内におけ
る災害拠点病院等の立地状
況を確認し、施設管理者等に
対する洪水時の確実な情報
伝達の方法について検討・調
整する。 - -

- -

● 大規模工場等の自衛
水防に係る取組の促進

〇洪水浸水想定区域内における大規模工
場等の立地状況を確認するとともに、市町
村地域防災計画に定められた大規模工場
等の浸水防止計画の作成状況、訓練の実
施状況を確認する。

平成29年度から
検討実施

・大規模工場等の立地状況を
今後確認していく。

-

洪水浸水想定区域内におけ
る大規模工場等の立地状況
を確認するとともに、市町村地
域防災計画に定められた大
規模工場等の浸水防止計画
の作成状況、訓練の実施状
況を確認する。

・洪水浸水想定区域内におけ
る大規模工場等の立地状況
を確認するとともに、市地域防
災計画に定められた大規模
工場等の浸水防止計画の作
成状況、訓練の実施状況を
確認する。

・洪水浸水想定区域内におけ
る大規模工場等の立地状況
を確認し、大規模工場等の浸
水防止計画の作成状況、訓
練の実施状況を確認する。

- - - -

・市町村庁舎等における洪水
時に想定される浸水被害を確
認し、適切に機能を確保する
ために必要な対策について検
討・調整する。

平成28年11月から新庁舎を
開所し、非常用電源を確保し
た。

・庁舎等における洪水時に想
定される浸水被害を確認し、
適切に機能を確保するために
必要な対策について検討・調
整する。

・村役場庁舎等における洪水
時に想定される浸水被害を確
認する。

-

洪水浸水想定区域内におけ
る大規模工場等の立地状況
を確認するとともに、市町村地
域防災計画に定められた大
規模工場等の浸水防止計画
の作成状況、訓練の実施状
況を確認する。

- - - - --

・洪水浸水想定区域内におけ
る大規模工場等の立地状況
を確認し、大規模工場等の浸
水防止計画の作成状況、訓
練の実施状況を確認する。 ー

- -

■ 氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する事項

● 排水施設、排水資機
材の運用方法の改善及び
排水施設の整備等

〇洪水浸水想定区域内における排水施設、
排水資機材の配置、運用方法等に係る情
報を共有し、洪水時の排水施設等の管理者
間の連絡体制を構築するとともに、洪水時に
円滑かつ迅速な排水を行うための排水施設
等の運用方法について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

洪水浸水想定区域内の排水
施設、排水資機材の配置、運
用方法等に係る情報を共有
し、管理者間の連絡体制の構
築について検討する。

・洪水浸水想定区域内におけ
る排水施設、排水資機材の
配置、運用方法、洪水時の排
水施設等の管理者間の連絡
体制等に係る情報を共有す
る。

・洪水浸水想定区域内におけ
る排水施設、排水資機材の
配置、運用方法、洪水時の排
水施設等の管理者間の連絡
体制等に係る情報を共有す
る。

- - -

・浸水防止計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏まえ、
それぞれの取組を促すための
支援策について検討・調整す
る。

・浸水防止計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏まえ、
取組を促すための支援策につ
いて検討・調整する。 -

・浸水防止計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏まえ、
取組を促すための支援策につ
いて検討・調整する。 ー

〇浸水防止計画の作成状況や訓練の実施
状況を踏まえ、それぞれの取組を促すため
の支援策について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・立地状況を確認した後に検
討する。

- -

● 浸水被害軽減地区の
指定

〇複数市町村に影響があると想定される浸
水被害軽減地区の指定にあたり、地区指定
の予定や指定に係る課題等を共有し、連携
して課題への対応を検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・今後調査を行う。 ・複数市町村に影響があると
想定される浸水被害軽減地
区の指定予定・課題等を共有
する。

地区指定の予定や指定に係
る課題等を共有し、連携して
課題への対応を検討・調整す
る。

・複数市町村に影響があると
想定される浸水被害軽減地
区の指定の予定や指定に係
る課題等を共有し、連携して
課題への対応を検討・調整す
る。

- -

・洪水浸水想定区域内におけ
る排水施設、排水資機材の
配置、運用方法、洪水時の排
水施設等の管理者間の連絡
体制等に係る情報を共有す
る。

・洪水浸水想定区域内におけ
る排水施設、排水資機材の
配置、運用方法等に係る情
報を共有し、洪水時の排水施
設等の管理者間の連絡体制
を構築するとともに、洪水時に
円滑かつ迅速な排水を行うた
めの排水施設等の運用方法
について検討・調整する。

・洪水浸水想定区域内におけ
る運用方法、洪水時の排水
施設等の管理者間の連絡体
制等に係る情報を共有する。

－

・洪水浸水想定区域内におけ
る排水施設、排水資機材の
配置、運用方法、洪水時の排
水施設等の管理者間の連絡
体制等に係る情報を共有す
る。

・洪水浸水想定区域内におけ
る排水施設、排水資機材の
配置、運用方法、洪水時の排
水施設等の連絡体制等を確
認する。

-

-

- - -

・複数市町村に影響があると
想定される浸水被害軽減地
区の指定予定・課題等を共有
する。 -

・複数市町村に影響があると
想定される浸水被害軽減地
区の指定予定・課題等を共有
する。

・国が実施する研修、訓練へ
参画し、災害対応の人材育
成や、自治体間の相互支援
体制の強化を図る。

・国が実施する研修、訓練へ
参画し、災害対応の人材育
成を図る。

・国が実施する研修、訓練へ
の地方公共団体等の参画し、
災害対応の人材育成や、自
治体間の相互支援体制の強
化を図る。

・参加可能な研修、訓練を検
討していく。

■ その他

● 災害時及び災害復旧
に対する支援強化

〇国が実施する研修、訓練への地方公共
団体等の参画など、災害対応にあたる人材
を育成するための方策や、地方公共団体間
の相互支援体制の強化を図るための方策に
ついて検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・参加可能な研修、訓練を検
討していく。

国や県が実施する研修、訓練
に取り組む。

国や県が実施する研修、訓練
に取り組む。

・国が実施する研修、訓練へ
の地方公共団体等の参画な
ど、災害対応にあたる人材を
育成するための方策や、地方
公共団体間の相互支援体制
の強化を図るための方策につ
いて検討・調整する。

・気象台は災害時気象資料
及び災害時気象支援資料を
必要に応じて提供すると共
に、これらの資料の利活用に
あたる人材を育成するための
支援を行う。

- -

・国が実施する研修、訓練へ
参画し、災害対応の人材育
成を図る。

--

- -

・災害情報の共有体制を強化
するため、災害情報の共有方
策等について検討・調整す
る。

- -

・災害情報の共有体制を強化
するため、災害情報の共有方
策等について検討・調整す
る。

・災害情報の共有体制を強化
するため、共有方策等の確認
を行う。

・災害情報の共有体制につい
て検討する。

－

・複数市町村に影響があると
想定される浸水被害軽減地
区の指定予定・課題等を共有
する。

・今後調査を行う。

● 災害情報の共有体制
の強化

〇各構成員における災害情報の共有体制
を強化するため、共有すべき災害情報や当
該情報の共有方策等について検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

・今後検討する。 ・災害情報の共有体制につい
て検討する。

災害時の連絡体制を確認し
て、情報共有方策等について
検討する。

・災害情報の共有体制を強化
するため、共有すべき災害情
報や当該情報の共有方策等
について検討・調整する。

・災害情報の共有体制を強化
するため、災害情報の共有方
策等の確認を行う。 -



 別記  
 

 

 

県北方部の減災に係る取組方針に基づく 
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●ソフト対策 
 

 

 

 県管理河川では、避難の判断基準となる河川の水位を河川流域総合システムや独自の水

位計で情報提供しているところですが、一部の市町村では水位計が設置されておらず、避

難の判断ができない状況にあります。 

 このため、今後、水位計の無い市町村に順次「簡易水位計（※）」を設置し、避難判断基準の

策定を支援します。 

 なお、下記の河川管理者の水位計新設（案）を関係市町村と協議し、設置河川や設置場所等

を決定します。 

 また、下記以外の市町村から水位計の増設の要望があった場合にも、対応について検討し

ます。 

 

県管理河川に水位計が無い市町村一覧表 

 

※簡易水位計：国土交通省で開発を進めている危機管理型水位計など、洪水時の水位観 

測に特化した低コストな水位計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉田川 杉田水位

百日川

安達太良川 ○ 人家密集地域 本宮雨量水位

管内

県北

備考
（近傍水位計）

大玉村

水位計新設
（案）

浸水想定
区域公表済

浸水影響市町村名 関係河川

水位計の無い市町村を解消していきます。 
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現指定の水位周知河川に加えて、関係市町村と協議しながら、新たに水位周知河川への指

定を促進します。 

また、必要に応じて、水害危険性周知河川（※）への指定促進についても、関係市町村と協

議しながら実施します。 

※水害危険性周知河川：法指定はしないが、水位周知河川に準じて水位や浸水被害実績の 

周知を行う河川。 

 

 【水位周知河川への追加指定を検討する対象河川】 

   大森川、安達太良川（H30出水期前に追加指定予定）、濁川、杉田川、油井川、 

広瀬川、伝樋川、東根川、八反田川、天戸川、産ヶ沢川、佐久間川、滝川、五百川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水位周知河川の指定促進を行います。 
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 判断の目安となる水位が設定されていない河川について、順次、新たに避難判断水位・氾濫

危険水位（以下、｢基準水位｣という。）を設定し、避難情報発令基準の策定を支援します。 

また、水位周知河川について、新たな基準に基づき水位の見直しを行います。 

 なお、基準水位を設定することにより「避難勧告等の目安」が設定されますので、新た

な基準水位の設定については、関係市町村と協議しながら実施します。 

 

避難判断水位・氾濫危険水位の新規設定・見直しスケジュール 

 

 

避難判断水位・氾濫危険水位の新規設定・見直しを行います。 

凡例
●：
◎：
▲：

摺上川 県北 福島市 阿武隈川 ○ 水位計無し

蛭　川 県北 福島市 阿武隈川 ○ 水位計無し

八反田川 県北 福島市 阿武隈川 ▲
水位周知可能河
川

北八反田川 県北 福島市 阿武隈川 ○ 水位計無し

松　川 県北 福島市 阿武隈川 ●
市町村協議

くるみ川 県北 福島市 阿武隈川 ○ 水位計無し

須　川 県北 福島市 阿武隈川 ○ 水位計無し

濁　川 県北 福島市 阿武隈川 ▲ 新設定 市町村協議
H30～水位周知河
川追加検討

大森川 県北 福島市 阿武隈川 ◎ 新設定 市町村協議
H29～水位周知河
川追加検討

天戸川 県北 福島市 阿武隈川 ▲
水位周知可能河
川

新川 県北 福島市 阿武隈川 ○ 水位計無し

浅　川 県北 二本松市 阿武隈川 ○ 水位計無し

鯉　川 県北 二本松市 阿武隈川 ○ 水位計無し

羽石川 県北 二本松市 阿武隈川 ○ 水位計無し

杉田川 県北 二本松市 阿武隈川 ▲ 新設定 市町村協議
H31～水位周知河
川追加検討

油井川 県北 二本松市（安達町） 阿武隈川 ▲ 新設定 市町村協議
H30～水位周知河
川追加検討

木幡川 県北 二本松市（東和町） 阿武隈川 ○ 水位計無し

若宮川 県北 二本松市（東和町） 阿武隈川 ○ 水位計無し

広瀬川 県北
伊達市（梁川・霊山・月舘）川俣
町 阿武隈川 ▲ 新設定 市町村協議

H32～水位周知河
川追加検討

伝樋川 県北 伊達市（保原・梁川町） 阿武隈川 ▲ 新設定 市町村協議
H31～水位周知河
川追加検討

東根川 県北 伊達市（保原・梁川町） 阿武隈川 ▲ 新設定 市町村協議
H30～水位周知河
川追加検討

古　川 県北 伊達市（保原・梁川町） 阿武隈川 ○ 水位計無し

産ヶ沢川 県北 桑折・伊達市（伊達町） 阿武隈川 ▲
水位周知可能河
川

佐久間川 県北 桑折・国見町 阿武隈川 ▲
水位周知可能河
川

滝　川 県北 国見町 阿武隈川 ▲
水位周知可能河
川

女神川 県北 飯野町・川俣町 阿武隈川 ○ 水位計無し

百日川 県北 本宮市（本宮町） 阿武隈川 ○ 水位計無し

安達太良川 県北 本宮市（本宮町）・大玉村 阿武隈川 ◎ 新設定 市町村協議
H29～水位周知河
川追加検討

瀬戸川 県北 本宮市（本宮町） 阿武隈川 ○ 水位計無し

五百川 県北・県中 郡山市・本宮市（本宮町） 阿武隈川 ▲
水位周知可能河
川

既指定
H29～設定
H30～設定 ▲：水位設定可能河川

Ｈ３３

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

備考
Ｈ３４以降

水位の見直し・設定

ホットライン運用開始

河川名 管内 市町村名 圏域

河川区分

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

洪水
予報
河川

水位
周知
河川

その
他

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
３
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期
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 水害対応タイムライン（※）の作成を進めます。 

 なお、タイムラインの作成主体となる市町村と連携しながら、各種技術的支援を実施します。 

 

水害対応タイムラインの作成スケジュール 

 

※水害対応タイムライン：洪水時の河川氾濫の発生を前提に、河川管理者、市町村等が連携 

して、洪水時の状況を予め想定し共有したうえで、｢いつ｣、｢誰が｣、 

｢何をするか｣に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整 

理する防災行動計画。 

水害対応タイムラインの作成を進めます。 

凡例

摺上川 県北 福島市 阿武隈川 ○

蛭　川 県北 福島市 阿武隈川 ○

八反田川 県北 福島市 阿武隈川 ○

北八反田川 県北 福島市 阿武隈川 ○

松　川 県北 福島市 阿武隈川 ●
作成

公表

関係機関の拡大、継続的改善・見直し

くるみ川 県北 福島市 阿武隈川 ○

須　川 県北 福島市 阿武隈川 ○

濁　川 県北 福島市 阿武隈川 H30
作成

公表

関係機関の拡大、継続的改善・見直し

大森川 県北 福島市 阿武隈川 H29
作成

公表

関係機関の拡大、継続的改善・見直し

天戸川 県北 福島市 阿武隈川 ○

新川 県北 福島市 阿武隈川 ○

浅　川 県北 二本松市 阿武隈川 ○

鯉　川 県北 二本松市 阿武隈川 ○

羽石川 県北 二本松市 阿武隈川 ○

杉田川 県北 二本松市 阿武隈川 H31
作成

公表

関係機関の拡大、継続的改善・見直し

油井川 県北 二本松市（安達町） 阿武隈川 H30
作成

公表

関係機関の拡大、継続的改善・見直し

木幡川 県北 二本松市（東和町） 阿武隈川 ○

若宮川 県北 二本松市（東和町） 阿武隈川 ○

広瀬川 県北
伊達市（梁川・霊山・月舘）川俣
町 阿武隈川 H32

作成

公表

伝樋川 県北 伊達市（保原・梁川町） 阿武隈川 H31
作成

公表

関係機関の拡大、継続的改善・見直し

東根川 県北 伊達市（保原・梁川町） 阿武隈川 H30
作成

公表

関係機関の拡大、継続的改善・見直し

古　川 県北 伊達市（保原・梁川町） 阿武隈川 ○

産ヶ沢川 県北 桑折・伊達市（伊達町） 阿武隈川 ○

佐久間川 県北 桑折・国見町 阿武隈川 ○

滝　川 県北 国見町 阿武隈川 ○

女神川 県北 飯野町・川俣町 阿武隈川 ○

百日川 県北 本宮市（本宮町） 阿武隈川 ○

安達太良川 県北 本宮市（本宮町）・大玉村 阿武隈川 H29
作成

公表

関係機関の拡大、継続的改善・見直し

瀬戸川 県北 本宮市（本宮町） 阿武隈川 ○

五百川 県北・県中 郡山市・本宮市（本宮町） 阿武隈川 ○

市町村（・福島県）

市町村（・関係機関）

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

備考
Ｈ３４以降

試行版作成、住民協議

タイムライン運用、見直し

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

洪水
予報
河川

水位
周知
河川

その
他

Ｈ２９ Ｈ３０

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

河川名 管内 市町村名 圏域

河川区分 水害対応タイムライン

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３
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 氾濫シミュレーションの条件となる計画降雨について、従来の河川改修計画規模から想

定最大規模に変更し、既存の洪水浸水想定区域の見直しを行います。 

なお、洪水浸水想定区域を見直すことにより「市町村ハザードマップ」の見直しも必要にな

りますので、関係市町村と協議しながら実施します。 

 

洪水浸水想定区域の見直しスケジュール 

 

 

 

洪水浸水想定区域の見直しを行います。 

凡例

摺上川 県北 福島市 阿武隈川 ○

蛭　川 県北 福島市 阿武隈川 ○

八反田川 県北 福島市 阿武隈川 ○

北八反田川 県北 福島市 阿武隈川 ○

松　川 県北 福島市 阿武隈川 ● 公表

くるみ川 県北 福島市 阿武隈川 ○

須　川 県北 福島市 阿武隈川 ○

濁　川 県北 福島市 阿武隈川 ○

大森川 県北 福島市 阿武隈川 ○

天戸川 県北 福島市 阿武隈川 ○

新川 県北 福島市 阿武隈川 ○

浅　川 県北 二本松市 阿武隈川 ○

鯉　川 県北 二本松市 阿武隈川 ○

羽石川 県北 二本松市 阿武隈川 ○

杉田川 県北 二本松市 阿武隈川 ○

油井川 県北 二本松市（安達町） 阿武隈川 ○

木幡川 県北 二本松市（東和町） 阿武隈川 ○

若宮川 県北 二本松市（東和町） 阿武隈川 ○

広瀬川 県北
伊達市（梁川・霊山・月舘）川俣
町 阿武隈川 ○

伝樋川 県北 伊達市（保原・梁川町） 阿武隈川 ○

東根川 県北 伊達市（保原・梁川町） 阿武隈川 ○

古　川 県北 伊達市（保原・梁川町） 阿武隈川 ○

産ヶ沢川 県北 桑折・伊達市（伊達町） 阿武隈川 ○

佐久間川 県北 桑折・国見町 阿武隈川 ○

滝　川 県北 国見町 阿武隈川 ○

女神川 県北 飯野町・川俣町 阿武隈川 ○

百日川 県北 本宮市（本宮町） 阿武隈川 ○

安達太良川 県北 本宮市（本宮町）・大玉村 阿武隈川 ○

瀬戸川 県北 本宮市（本宮町） 阿武隈川 ○

五百川 県北・県中 郡山市・本宮市（本宮町） 阿武隈川 ○

河川名 管内 市町村名

Ｈ２９

その
他

河川区分

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

洪水
予報
河川

水位
周知
河川

圏域 第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

Ｈ３０ Ｈ３１

備考第
１
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
３
四
半
期

Ｈ３３

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

浸水想定区域図作成期間

ハザードマップ作成等期間

第
４
四
半
期

Ｈ３２

福島県

市町村

Ｈ３４以降
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 平成２９年６月の水防法改正により、要配慮者利用施設の避難確保計画の作成・避難訓練

の実施が義務づけられたことから、その作成等に向けた技術的支援を行います。 

 なお、要配慮者利用施設については、市町村の地域防災計画に記載する必要があることか

ら、記載方法等についても支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等を支援します。 
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●ハード対策 
 

 

 

 今後も、洪水氾濫を未然に防ぐ対策として、下記の河川整備を推進します。 

 また、その他河川の堆砂除去・伐木・除草についても、引き続き実施します。 

 

今後５箇年における河川整備の実施予定 

今後も引き続き、河川整備を推進します。 

東根川
（伊達市）

支川古川の下の橋～柏瀬橋間の用地補償及び掘削築堤工を実施する予定です。
遊水池については、用地の取得状況を見ながら事業を進めて行きます。

伝樋川
（伊達市）

伝樋橋～東土橋１号間の掘削築堤工及び伝樋橋の架け替えを実施する予定です。

蛭川
（福島市）

町頭橋～２号橋間の掘削護岸工を実施する予定です。

濁川
（福島市）

鳥谷野堰周辺における橋梁、堰、護岸の設計を実施する予定です。

広瀬川
（川俣工区）
（川俣町）

舘の腰橋～国道３４９号間の用地補償及び掘削護岸工を実施する予定です。

広瀬川
（大関工区）
（伊達市）

せきなみ中ノ内橋から下流の用地補償及び築堤工を実施していく予定です。

百日川
（本宮市）

枝沢橋付近の用地補償及び橋梁工及び掘削護岸工を実施していく予定です。

小浜川
（二本松市）

平成２５年８月豪雨により被災を受けた箇所の橋梁工や護岸工を実施する予定です。

八反田川
（福島市）

上八反田橋～上流約３００区間の用地補償及び上八反田橋の掛け替えを実施する予定です。

安達太田川
（二本松市）

国道３４９号付近～下田橋上流約１００ｍ間の掘削護岸工及び下田橋の掛け替えを実施する予定で
す。

五百川
（本宮市）

五百川橋の調査設計や下部工及び築堤工を実施する予定です。

滝川
（国見町）

国見町による滑川の改修状況にあわせて実施していく予定です。


